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第４８６回（定例）福崎町議会会議録  

令和元年９月６日（金） 

午前９時３０分  開  会 

 

  １．令和元年９月６日、第４８６回（定例）福崎町議会は、福崎町役場に招集された。  

 

  １．出席議員     １４名  

      １番  河 嶋 重一郎       ８番   竹 本 繁  夫  

      ２番  松 岡 秀 人       ９番   柴 田 幹  夫  

      ３番  三 輪 一 朝      １０番   冨 田 昭  市  

      ４番  山 口   純      １１番   高 井 國  年  

      ５番  小 林   博      １２番   城 谷 英  之  

      ６番  石 野 光 市      １３番   前 川 裕  量  

      ７番  木 村 いづみ      １４番   北 山 孝  彦  

 

  １１番 高井國年議員は午前１０時３０分に早退  

 

  １．欠席議員（な  し）  

 

  １．事務局より出席した職員  

    事 務 局 長  岩 木 秀 人  主       査  塩  見 浩  幸 

 

  １．説明のため出席した職員  

    町 長  尾 﨑 吉 晴  副 町 長   近 藤  博 之  

    教 育 長   髙 寄 十 郎  公 営 企 業 管 理 者   福 永    聡  

    技 監  吉 栖 雅 人  会 計 管 理 者   小 幡  伸 一  

    総 務 課 長  山 下 健 介  企 画 財 政 課 長   吉 田  利 彦  

    税 務 課 長  尾 﨑 俊 也  地 域 振 興 課 長   松 田  清 彦  

    住 民 生 活 課 長   谷 岡 周 和  健 康 福 祉 課 長   三 木  雅 人  

    農 林 振 興 課 長   松 岡 伸 泰  ま ち づ く り 課 長   山 下  勝 功  

    上 下 水 道 課 長   成 田 邦 造  学 校 教 育 課 長   大 塚  謙 一  

    社 会 教 育 課 長   大 塚 久 典  

 

    代 表 監 査 委 員   鳥 岡 照 義  

 

  １．議事日程  

    第 １ 会議録署名議員の指名  

    第 ２ 会期の決定  

    第 ３ 諸報告 

    第 ４ 報告第１０号 第３０期株式会社もちむぎ食品センター決算報告について 

    第 ５ 報告第１１号 平成３０年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告につい  

               て  

    第 ６ 報告第１２号 議会の委任による専決処分の報告について（学校施設空調設  

               備設置工事）  

    第 ７ 議案第４９号  教育委員会委員の任命について  

    第 ８ 議案第５０号 大庄屋三木家住宅及び福崎町辻川界隈歴史・文化館の指定管  
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               理者の指定について  

    第 ９ 議案第５１号 平成３０年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定について  

    第１０ 議案第５２号 平成３０年度福崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算  

               認定について 

    第１１ 議案第５３号 平成３０年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決  

               算認定について 

    第１２ 議案第５４号 平成３０年度福崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定  

               について  

    第１３ 議案第５５号 平成３０年度福崎町水道事業会計決算認定について  

    第１４ 議案第５６号 平成３０年度福崎町工業用水道事業会計決算認定について 

    第１５ 議案第５７号 平成３０年度福崎町下水道事業会計決算認定について  

    第１６ 議案第５８号 平成３０年度福崎町水道事業剰余金処分について  

    第１７ 議案第５９号 福崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の  

               制定について 

    第１８ 議案第６０号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に  

               伴う関係条例の整備に関する条例について  

    第１９ 議案第６１号 福崎町情報公開条例及び福崎町個人情報保護条例の一部を改  

               正する条例について  

    第２０ 議案第６２号  福崎町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する  

               条例について 

    第２１ 議案第６３号  福崎町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条  

               例について  

    第２２ 議案第６４号  福崎町手数料条例の一部を改正する条例について  

    第２３ 議案第６５号  福崎町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条  

               例について  

    第２４ 議案第６６号  福崎駅前広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する  

               条例について 

    第２５ 議案第６７号  福崎町水道事業給水条例の一部を改正する条例について  

    第２６ 議案第６８号  福崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に  

               関する基準を定める条例の一部を改正する条例について  

    第２７ 議案第６９号  福崎町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め  

               る条例の一部を改正する条例について 

    第２８ 議案第７０号  令和元年度福崎町一般会計補正予算（第３号）について  

    第２９ 議案第７１号  令和元年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１  

               号）について 

    第３０ 議案第７２号  令和元年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）  

               について  

    第３１ 議案第７３号  福崎町道路線の廃止及び認定について 

 

  １．本日の会議に付した事件  

    第 １ 会議録署名議員の指名  

    第 ２ 会期の決定  

    第 ３ 諸報告 

    第 ４ 報告第１０号  第３０期株式会社もちむぎ食品センター決算報告について 

    第 ５ 報告第１１号  平成３０年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告につい  

               て  
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    第 ６ 報告第１２号  議会の委任による専決処分の報告について（学校施設空調設  

               備設置工事）  

    第 ７ 議案第４９号  教育委員会委員の任命について  

    第 ８ 議案第５０号  大庄屋三木家住宅及び福崎町辻川界隈歴史・文化館の指定管  

               理者の指定について  

    第 ９ 議案第５１号  平成３０年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定について  

    第１０ 議案第５２号  平成３０年度福崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算  

               認定について 

    第１１ 議案第５３号  平成３０年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決  

               算認定について 

    第１２ 議案第５４号  平成３０年度福崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定  

               について  

    第１３ 議案第５５号  平成３０年度福崎町水道事業会計決算認定について  

    第１４ 議案第５６号  平成３０年度福崎町工業用水道事業会計決算認定について 

    第１５ 議案第５７号  平成３０年度福崎町下水道事業会計決算認定について  

    第１６ 議案第５８号  平成３０年度福崎町水道事業剰余金処分について  

    第１７ 議案第５９号  福崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の  

               制定について 

    第１８ 議案第６０号  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に  

               伴う関係条例の整備に関する条例について  

    第１９ 議案第６１号  福崎町情報公開条例及び福崎町個人情報保護条例の一部を改  

               正する条例について  

    第２０ 議案第６２号  福崎町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する  

               条例について 

    第２１ 議案第６３号  福崎町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条  

               例について  

    第２２ 議案第６４号  福崎町手数料条例の一部を改正する条例について  

    第２３ 議案第６５号  福崎町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条  

               例について  

    第２４ 議案第６６号  福崎駅前広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する  

               条例について 

    第２５ 議案第６７号  福崎町水道事業給水条例の一部を改正する条例について  

    第２６ 議案第６８号  福崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に  

               関する基準を定める条例の一部を改正する条例について  

    第２７ 議案第６９号  福崎町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め  

               る条例の一部を改正する条例について 

    第２８ 議案第７０号  令和元年度福崎町一般会計補正予算（第３号）について  

    第２９ 議案第７１号  令和元年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１  

               号）について 

    第３０ 議案第７２号  令和元年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）  

               について  

    第３１ 議案第７３号  福崎町道路線の廃止及び認定について 

 

  １．開会  

 

議    長  皆さん、おはようございます。  
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       第４８６回福崎町議会定例会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

       初秋の季節になりましたが、まだ暑い日が続く中、皆様におかれましては、ご

健勝にてご参集を賜り、まことにありがとうございます。  

       開会に先立ちまして、７月１日付で職員の異動があり、その内容についてはご

承知のことと存じますが、このたび新しく公営企業管理者、まちづくり課長に

なられた方々からご挨拶を受けたいと思います。よろしくお願いいたします。  

公営企業管理者 失礼いたします。７月１日付で公営企業管理者を拝命いたしました福永聡で

ございます。  

       上水道、下水道といった住民生活に身近な生活インフラの業務運営の責任者と

いたしまして、安全・安心、そして安定してサービスが提供できますように、

微力ながらではございますけれども、目いっぱい努めてまいりますので、皆様

のご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。  

まちづくり課長 失礼いたします。私も先ほど管理者同様７月１日にまちづくり課長を拝命い

たしました山下でございます。  

       まちづくり課は、道路、河川といったインフラ整備のほか、まちづくり施策の

都市計画や建築関係まで幅広い業務を担当させていただいております。住民の

方々の生活に直結する非常に重大な業務であり、その責任の重さを感じている

ところでございます。安全・安心なまちづくりに向け、全力で取り組んでまい

りますので、これからも議員の皆様方のご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろしく

お願い申し上げます。  

議    長  ありがとうございました。  

       さて、本定例会に提案されます案件は、報告第１０号から議案第７３号までの

報告３件、議案２５件の計２８件であります。いずれも重要な案件であります

ので、慎重にご審議をいただき、また、議事の円滑なる運営につきましても格

別のご協力をお願いいたしまして本定例会の開会の挨拶といたします。  

       ただいまの出席議員数は１４名でございます。  

       定足数に達しております。  

       よって、第４８６回福崎町議会定例会が成立したことを宣告いたします。  

       また、総務課及び事務局から写真撮影の申し出が出ておりますので、撮影を許

可いたします。  

       ただいまから、第４８６回福崎町議会定例会を開会いたします。  

       これより本日の日程に入ります。  

       本日の日程は、お手元に配付しております議事日程に記載のとおりであります。  

 

日程第１ 会議録署名議員の指名  

 

議    長  日程第１は会議録署名議員の指名であります。  

       会議録署名議員の指名は、会議規則第１２７条の規定により議長が指名いたし

ます。  

       ２番、松岡秀人議員  

       ９番、柴田幹夫議員  

       以上の両議員にお願いいたします。  

 

日程第２ 会期の決定  

 



－5－ 

議    長  日程第２は、会期の決定であります。  

       会期の決定の件を議題といたします。  

       去る８月３０日、議会運営委員会を開いて検討をお願いいたしましたところ、

既に皆様のお手元に配付しております日程表案のとおり、本日から９月２７日ま

での２２日間としたいと思いますが、異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり）  

議    長  異議なしと認めます。  

       よって、会期は本日から９月２７日までの２２日間といたします。  

 

日程第３ 諸報告  

 

議    長  日程第３は、諸報告であります。  

       ６月２０日の第４８５回福崎町議会定例会閉会後、本日までの議会活動につい

て、事務局より報告させます。  

事 務 局 議会活動報告をいたします。  

       報告の内容につきましては、主なものを申し上げます。  

       ６月２２日、福崎小学校において、福崎町子ども会球技大会が開催され、議長

が出席し、祝辞を述べてまいりました。  

       ７月１６日、市川町保健福祉センターにおいて、市川右岸広域道路整備促進期

成同盟会設立総会が開催され、議長及び民生まちづくり常任委員長が出席いたし

ました。  

       ７月３０日、ホテル北野プラザ六甲荘において、兵庫県町議会議長会臨時総会、

及び、平成３０年度議長研究会が開催され、議長が出席いたしました。  

       翌３１日、人と防災未来センターを視察いたしました。  

       ８月２８日、ラッセホールにおいて、第２回地方行政課題研究会が開催され、

議長が出席いたしました。  

       ９月１日、たつの市揖保川河川敷において、令和元年度兵庫県・播磨広域合同

防災訓練が開催され、議長が出席いたしました。  

       そのほかの議会活動報告は、お手元に配付の報告書のとおりです。  

       以上です。  

議    長  以上で、議会活動報告を終わります。  

       また、例月出納検査の報告書が議長宛てに提出されており、その写しを配付し

ております。  

       次は、議案の上程及び議案説明であります。これより、報告第１０号、第３０

期株式会社もちむぎ食品センター決算報告についてから、議案第７３号、福崎町

道路線の廃止及び認定についてまでの、２８件を議題といたします。  

       これから、上程議案に対する町長の提案内容の説明を求めてまいります。  

町    長  皆様、おはようございます。  

       第４８６回定例議会を招集しましたところ、全員のご出席を賜り、ありがとう

ございます。  

       令和元年９月議会の開会に当たり、ご挨拶を申し上げます。  

       世界の情勢に目を向けますと、アメリカと中国の貿易戦争の報復の連鎖がとま

りません。世界第１位と２位の経済大国の貿易戦争に世界が動揺をしています。

また、お隣の国、韓国と日本の関係も微妙であります。ここへきて、政治とは別

のものとして一定の理性が働いていた経済、安全保障、文化交流の面でも行き違

いが見られるのが残念です。こんな時だからこそ、人の往来を妨げたりしないで、
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海外旅行やいろいろな交流は続けてほしいと願うものです。  

       さて、４０年来の福崎町の課題であった福崎駅周辺整備の完成が見えてきまし

た。これまで事業の推進にご尽力やご協力いただいた方々の顔が浮かんでまいり

ます。完成により器はできますが、最終の目的は駅前ににぎわいをもたらすこと

ですから、今からが大事だと気を引き締めています。  

       また、そのためには駅へのアクセス、駅からのアクセスがまだ不十分だと思っ

ています。福崎高校東の湯口踏切から北への県道甘地福崎線の北伸と、みなと銀

行北側の都市計画道路福崎駅田原線の法線を見直し、夢のある道路の延伸につな

げたいと思っております。 

       今年の夏は、昨年に比べますとまだ過ごしやすかったような気がしますが、こ

れから台風シーズンを迎えるに当たり、警戒は怠れないと思っています。  

       町内には内水の弱点が２カ所あります。播但連絡道路南ランプ付近と福崎駅前

から福田大歳神社あたりであります。駅前は駅周辺整備に合わせて駅東雨水幹線

工事が完了しました。また、現在、駅東雨水幹線につなぐ福崎高校前の横断管の

工事を進めており、ＪＲ福崎駅前については、より安全度は高まるのではないか

と思います。南田原の川すそ雨水幹線工事は計画的に事業を進めています。直谷

第２雨水幹線は、事業採択を受けて今年度詳細設計に取り組んでいます。安全、

安心のための整備を着実に進めているところであります。  

       続いて、各課からの報告をさせていただきます。  

       総務課では、令和元年度実施の職員採用試験の募集を締め切りました。申し込

み状況ですが、一般行政職は２人程度の採用予定に対して３６人、保育教諭２人

に対し７人の応募がありました。土木職については１人募集しましたが、応募は

ありませんでした。１次試験は今月２２日、日曜日に神戸医療福祉大学で実施し

ます。  

       次に、選挙管理事務についてですが、選挙人名簿の定時登録者数は、９月１日

の基準日現在、男７，４２９人、女８，１０２人、計１万５，５３１人となり、

前回の６月基準日より５０人の減となっています。  

       企画財政課では、第２期福崎町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定に着手

し、８月１９日に第１回目のワーキンググループの会議を開催しました。現総合

戦略の検証と第２期の原案の作成を進めています。  

       町有地売払いに係る土地４画地の入札を実施しました。その結果、旧福崎南保

育所の跡地を含む２画地に応札があり、売買契約を締結しました。  

       統一的な基準による地方公会計の平成２９年度決算における財務書類４表を作

成しました。説明書及び資料につきましては、議会事務局に備えつけています。  

       税務課では、町税等の納税通知書及び介護保険料納入通知書を６月１４日に、

後期高齢者医療保険料の納入通知書は７月１６日に発送しました。  

       固定資産評価台帳の縦覧を４月１日から６月３０日まで行い、縦覧閲覧件数は、

法人１４件、個人４８件、計６２件ありました。なお、評価額に対する異議申出

はありませんでした。  

       滞納整理対策委員会では、債権管理条例に基づき、税・使用料等の債権管理台

帳を作成し、情報の共有化を図るとともに、徴収計画に基づき、関係課と連携し

ながら徴収に取り組んでまいります。  

       地域振興課では、第４６回福崎夏まつりを８月９日に福崎東中学校校庭で開催

しました。今年は晴天に恵まれ、早い時間帯から多くの人出があり、会場いっぱ

いの来場者でにぎわいました。総おどりでは、町内企業や各種団体が、それぞれ

華やかなプラカードを先頭に連を組んでくださり、大きな踊りの輪ができました。
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また、祭りのクライマックスは、企業協賛による打ち上げ花火で、夏の夜の癒や

しのひとときを楽しんでいただきました。町内の事業所を初め、協賛金をいただ

きました多くの方々に、この場をおかりいたしましてお礼を申し上げます。  

       ６月議会におきまして指定管理者の指定をいただきました２つの観光交流セン

ターについて、愛称が決定いたしました。応募件数１５５件の中から、選定委員

会による審査を経て、駅前観光交流センターは「フクちゃんプラザ」、辻川観光

交流センターは「サキちゃんプラザ」と決まりました。１０月の供用開始に向け

準備を進めています。  

       住民生活課では、神崎郡消防操法大会が６月２３日に神河町神崎小学校におい

て開催され、小型動力ポンプの部で庄分団が優勝というすばらしい成績をおさめ

ました。  

       本年度の交通安全モデル地区に西光寺自治会を指定し、７月６日に西光寺区の

住吉神社で交通安全祈願祭を行いました。  

       秋の全国交通安全運動が９月２１日から３０日までの予定で実施されます。  

       健康福祉課では、予防接種事業において４月から風しん抗体検査及び風しんの

第５期定期予防接種が追加されました。未接種者には、今後も個別勧奨や広報に

て周知を図ります。また、今議会において補正予算を計上しています。  

       ７月は、社会を明るくする運動強化月間で、１日には福崎駅、ライフ福崎店、

ラ・ムー福崎店において街頭啓発を行いました。１１日には、市川町文化センタ

ーで神崎郡住民大会が開催されました。  

       ９月は老人福祉月間で、３日に文化センターで老人芸能慰安会を開き、曲芸・

落語・歌謡ショーでお楽しみいただきました。４日には最高齢者宅を訪問し、長

寿を祝福させていただきました。各自治会においても数々の敬老行事が予定され

ています。  

       農林振興課では、ため池の持つ貯水機能や生物生息など多面的な役割について

学ぶため池教室を９月２７日に田原地区で地元の協力を得ながら開催いたします。  

       人と動物とのすみ分けを図るため、山林の見通しをよくする野生動物共生林整

備事業を八千種地区で進めており、８月２２日に関係集落で事業説明会を開催し

ました。今年度は、現地の測量・調査を行い整備計画を作成し、来年度は整備工

事を実施します。  

       まちづくり課では、福崎駅利用者の利便性の向上と駅へのアクセス強化など、

にぎわいと憩いの創出を目的として進めている福崎駅周辺整備が９月末に完成し

ます。１０月６日には、関係者のご列席のもと、事業の完成記念式典を行います。  

       橋梁補修では、橋梁架け替えや補修工事の進捗を図るため、まちづくり技術セ

ンターに支援を求めながら、定期点検を実施しています。  

       コミュニティバス「サルビア号」等の充実については、トヨタ・モビリティ基

金助成金を活用し、福崎駅、西部工業団地、溝口駅等を結ぶ福崎町・姫路市連携

コミュニティバス「ふくひめ号」の運行社会実験の実施など、１０月１日の改編

に向けた準備を進めています。  

       上下水道課では、水道事業において、老朽化した亀坪地区の配水管の更新工事

を実施します。また、南田原地区約１，４００件の各戸メーター替えを１０月か

ら実施します。  

       下水道事業汚水整備では、処理施設の長寿命化を図るため、浄化センターと農

集６地区のストックマネジメント計画の策定を進めています。  

       福崎町東部工業団地造成事業では、詳細設計を進めており、農振除外の完了に

合わせ、用地買収に着手します。また、開発許可申請などの法手続についても、
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関係機関との協議を進めています。  

       学校教育課では、町内の小・中学校の普通教室と特別支援教室への空調設備の

設置が完了し、７月１日から使用を開始しました。暑くなる時期に間に合わせる

ことができ、児童、生徒、保護者の方にも喜んでいただいております。 

       子育て支援における計画的な事業推進に向けた第２期子ども・子育て支援事業

計画策定業務に着手しました。福崎町子ども・子育て会議でご審議いただきなが

ら計画策定を進めていきます。  

       遠野市との児童交流事業として、８月２６日から２８日にかけて、小学校６年

生の児童１５人が遠野市を訪問しました。柳田國男先生に遠野の昔話を伝えた

佐々木喜善ゆかりの土淵小学校の児童との交流を行い、両市町のきずなを深めた

ほか、いろいろなことを体験し、多くのことを学び、大変有意義な時間を過ごす

ことができました。  

       中学校の体育大会を９月１４日に、小学校の運動会を９月２１日にそれぞれ

小・中学校で開催します。  

       社会教育課では、福崎町子ども会球技大会が６月２２日に福崎小学校で開催さ

れました。多くの応援の中で、熱戦が繰り広げられ、ソフトボールは大門子ども

会が優勝、西治・西谷子ども会が準優勝に、またバレーボールは、板坂・桜子ど

も会が優勝、新町子ども会が準優勝に輝きました。これらの４チームは、７月６

日に市川町で行われた神崎郡大会に出場し、ソフトボールで大門子ども会が優勝

の栄冠を手にしました。  

       大庄屋三木家住宅では、７月１３日、風鈴づくりイベントを行い、子どもたち

の作品を手づくり風鈴展として、８月２５日まで展示いたしました。  

       第４０回山桃忌は、「柳田國男・井上通泰と文学」をテーマにし、開催いたし

ました。第１部は、講演、シンポジウムを、第２部は、出雲神楽を上演いただき、

多くの来場者を迎えることができました。  

       自治会ソフトボール大会は、８月１７日から５日間の熱戦が繰り広げられ、優

勝は板坂自治会、準優勝は辻川自治会で幕を閉じました。  

       図書館では、恒例の行事となりましたキャンドルナイトを９月１３日の夕暮れ

から開催いたします。  

       さて、今議会に提出した議案は報告３件、議案２５件の計２８件です。  

       報告第１０号、第３０期株式会社もちむぎ食品センター決算報告については、

平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの第３０期の決算内容を報告

するものであります。  

       報告第１１号、平成３０年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、平成３０年度健全化判

断比率及び資金不足比率について、監査委員の意見をつけて報告するものです。  

       報告第１２号、議会の委任による専決処分の報告については、学校施設空調設

備工事を２億６，７６５万２，０８０円に変更契約したため報告するものです。  

       議案第４９号、教育委員会委員の任命については、現委員石川治氏が令和元年

９月３０日をもって任期満了のため、さらに同氏を推薦することについて議会の

同意を求めるものです。  

       議案第５０号、大庄屋三木家住宅及び福崎町辻川界隈歴史・文化館の指定管理

者の指定については、両施設の指定管理者に株式会社ＰＡＧＥを指定するもので

す。指定の期間は、令和元年１０月１日から令和２３年３月３１日までです。  

       議案第５１号、平成３０年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定から、議案第５

４号、平成３０年度福崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで
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は、地方自治法第２３３条第３項の規定により監査委員の意見をつけて、議会の

認定をお願いするものです。  

       議案第５５号、平成３０年度福崎町水道事業会計決算認定についてから、議案

第５７号、平成３０年度福崎町下水道事業会計決算認定についてまでは、地方公

営企業法第３０条第４項の規定により監査委員の意見をつけて、議会の認定をお

願いするものです。  

       議案第５８号、平成３０年度福崎町水道事業剰余金処分については、議案第５

５号に関連するもので、未処分利益剰余金のうち２億３，９８２万４，９２６円

を処分したいので議会の議決を求めるものです。  

       議案第５９号、福崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制

定については、地方自治法等の改正により、非常勤職員等が新たに会計年度任用

職員として改正されることに伴い、給与、費用弁償に関し条例制定するもので、

令和２年４月１日から施行するものです。  

       議案第６０号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴

う関係条例の整備に関する条例については、議案第５９号に関連するもので、地

方自治法等の改正により関連する１３条例を改正するもので、令和２年４月１日

から施行するものです。  

       議案第６１号、福崎町情報公開条例及び福崎町個人情報保護条例の一部を改正

する条例については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改

正を踏まえ、要配慮個人情報の取り扱い等についての改正をするもので、公布の

日から施行するものです。  

       議案第６２号、福崎町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例については、町営住宅の入居要件として連帯保証人を設定していますが、その

連帯保証人の居住条件を町内から兵庫県内へ改正するもので、公布の日から施行

するものです。  

       議案第６３号、福崎町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

については、申請すれば住民票や個人番号カードに旧氏を現在の氏と併記する取

り扱いが開始されることに伴い、印鑑登録証明書にも旧氏を併記できるよう改正

するもので、令和元年１１月５日から施行するものです。  

       議案第６４号、福崎町手数料条例の一部を改正する条例については、介護人材

の処遇改善等のため報酬改定が実施されることにより、介護予防支援計画及び介

護予防ケアマネジメント手数料を改正するもので、令和元年１０月１日から施行

するものです。  

       議案第６５号、福崎町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

については、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正に伴い、災害援護資金

の貸し付け利率等を改正するもので、公布の日から施行し、改正後の福崎町災害

弔慰金の支給等に関する条例の規定は、平成３１年４月１日から適用するもので

す。 

       議案第６６号、福崎駅前広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例については、占用料等の額は消費税法に基づく税率を乗じた額を加算するとし

ていますが、今後、町有施設全体で使用料等の見直しを計画していることから、

１０月１日に予定されている消費税率の改正が反映しないようにするための改正

で、令和元年１０月１日から施行するものです。  

       議案第６７号、福崎町水道事業給水条例の一部を改正する条例については、指

定給水装置工事事業者の指定更新制度が導入されることに伴い、条例を改正する

もので、指定更新手数料を１万５，０００円と定め、あわせて現行の指定手数料
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を１万５，０００円に改正し、令和元年１０月１日から施行するものです。  

       議案第６８号、福崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例については、幼児教育・保育の無償

化の実施に当たり、国の示す基準の改正にあわせ、食事の提供に要する費用の取

り扱い等を改正するもので、令和元年１０月１日から施行するものです。  

       議案第６９号、福崎町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例については、利用乳幼児に対する保育等が適切かつ確

実に行われ、また、満３歳以上の幼児に対して必要な教育または保育が継続的に

提供されるよう連携施設の確保義務の緩和等を定めるもので、令和元年１０月１

日から施行するものです。  

       議案第７０号、令和元年度福崎町一般会計補正予算（第３号）については、既

定の総額に歳入歳出それぞれ９，４６０万円を追加し、歳入歳出総額を８３億１，

１９０万円とするもので、歳出の主なものは、税還付金１，１００万円、税外還

付金９００万円、橋梁改修費３，９６０万円、都市計画総務費で福崎町・姫路市

連携コミュニティバス運行社会実験事業１，２１０万円、体育館運営費でトレー

ニング機器購入５００万円などです。地方債補正は、変更で道路橋梁整備事業の

限度額を１億３，５９０万円とするものです。  

       議案第７１号、令和元年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）については、既定の総額に歳入歳出それぞれ３，１００万円を追加し、歳入

歳出総額を１９億５，６４０万円とするものです。  

       議案第７２号、令和元年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）に

ついては、既定の総額に歳入歳出それぞれ５４０万円を追加し、歳入歳出総額を

１７億５５０万円とするものです。  

       議案第７３号、福崎町道路線の廃止及び認定については、道路法の規定に基づ

き、３級３７７号線を廃止し、２級２３６３号線を新たに認定することについて、

議会の議決を求めるものです。  

       以上、報告が３件、人事案件が１件、決算が７件、剰余金処分１件、条例制定

１件、改正が１０件、補正予算が３件、その他２件の全２８件となっています。  

       詳細説明は、副町長、担当課長が行いますので、ご審議賜りご賛同いただきま

すようよろしくお願い申し上げて、冒頭の挨拶とさせていただきます。  

議    長  ただいま町長から上程議案に対する概要の説明が終わりました。  

       これから議案番号順に詳細なる説明を求めてまいりますが、関連する議案は複

数で説明を求める場合もございますので、あらかじめご承知ください。  

 

日程第４ 報告第１０号 第３０期株式会社もちむぎ食品センター決算報告について  

 

議    長  日程第４、報告第１０号、第３０期株式会社もちむぎ食品センター決算報告に

ついてを議題といたします。本件に対する詳細なる説明を求めます。  

地域振興課長  報告第１０号、第３０期株式会社もちむぎ食品センター決算報告について、ご

説明申し上げます。  

       株式会社もちむぎ食品センターは、本町が２分の１以上を出資している法人で

あることから、地方自治法第２４３条の３第２項の規定によりその決算及び事業

計画について報告させていただくものです。  

       まず、１ページの事業報告で概要を申し上げます。  

       飲食関係全般に売り上げが低迷する中、もち麦の強みを生かし、団体客を積極

的に受け入れたことにより、売り上げの確保に努めました。  
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       部門別としましては、販売店や売店部門でもち麦精麦の販売が好調であったこ

とや、贈答品としての取り扱いが増えていることに加え、団体利用はレストラン

や売店の売り上げに貢献いたしました。また、売店ホール照明器具のＬＥＤ化や、

乾燥設備のボイラー部品改修による経費節減、犬走りの補修や雨どい交換などの

施設修繕、調理台やショーケースの更新にも取り組みました。  

       次に、決算報告として、４ページの損益計算書をごらんください。  

       売上高合計は、１億７，５４２万７，６６８円、売上原価は期首棚卸高、商品

仕入高、当期製品製造原価の合計から、期末棚卸高を差し引いた１億５８１万２，

７２７円で、差し引き売上総利益は、６，９６１万４，９４１円となりました。  

       一方、販売費及び一般管理費は、５ページに内訳をお示ししておりますとおり、

給料手当や販売促進費、支払手数料や保険料などの合計５，４９５万５，００９

円で、営業利益は１，４６５万９，９３２円となっています。  

       町からの補助金などの営業外収益を含めた経常利益は１，６４２万６２７円、

法人税等を差し引いた当期純利益は、１，０９４万６，７７９円となりました。  

       売上原価の７行目、当期製品製造原価９，１１２万４３円の内訳を６ページ、

製造原価報告書としてお示ししております。  

       材料費は、３，１８９万４，４２８円、労務費は、レストラン、売店、麺工場

等に係る人件費で、４，１７８万６，１７７円、製造経費は、そうめん、精麦、

カステラなどの外注加工費や水道光熱費、保険料などの１，７４３万９，４３８

円、総製造費用並びに当期製品製造原価は、同額の９，１１２万４３円となりま

した。  

       次に、３ページにお戻りください。貸借対照表でございます。  

       まず、資産の部、流動資産は、現金及び預金から仮払金まで合わせて８，３１

０万４，７０１円、固定資産は、有形固定資産、無形固定資産、金融機関等への

出資金や保険積立金で１，０５１万１，０９２円、資産の部合計は９，３６１万

５，７９３円で、前期と比較しますと約４３０万円減少しています。  

       主な要因としましては、現金及び預金が１，０２５万５，０００円の減、売店

改修工事等により有形固定資産が３５５万円の増、生命共済加入による投資等の

保険積立金が１５０万４，０００円の増などとなっています。  

       負債の部では、流動負債が、買掛金から商品券までの１，７１０万２，０７２

円、固定負債は、町からの借入金７，８００万円で、負債の部合計は９，５１０

万２，０７２円です。  

       純資産の部は、資本金が３，０００万円、利益剰余金は、繰越利益剰余金がマ

イナス３，１４８万６，２７９円で、純資産の部合計は、１４８万６，２７９円

のマイナス、負債及び純資産の合計は、９，３６１万５，７９３円という状況で

あります。  

       ７ページの株主資本等変動計算書をごらんください。  

       貸借対照表の純資産の部において、第３０期に変動があった項目をお示しして

います。  

       変動額については、いずれも当期純利益１，０９４万６，７７９円によるもの

ですが、繰越利益剰余金及び利益剰余金合計が期首残高マイナス４，２４３万３，

０５８円から、期末残高マイナス３，１４８万６，２７９円に、株主資本合計及

び純資産の部合計は、期首残高マイナス１，２４３万３，０５８円から、期末残

高マイナス１４８万６，２７９円となっています。  

       また、８ページには、重要な会計方式に係る注記として、棚卸資産の評価方法

や減価償却の方法、消費税の会計処理における採用方式を記述するとともに、株
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式の発行総数が６００株であることをお示ししております。  

       また、９ページには、監査報告書を添付しておりますので、後ほどお目通しく

ださい。  

       次に、第３１期実施計画書について、１１ページをごらんください。  

       第３１期の売上高は、前期計画額１億７，０００万円に実績や経済状況を加味

した１億６，７５０万円を目標に定め、町からの借入金早期返済に取り組むため、

経常利益１，２９４万円を見込む計画としております。  

       以上、報告第１０号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。  

 

日程第５ 報告第１１号  平成３０年度健全化判断比率及び資金不足比率の報告について  

 

議    長  日程第５、報告第１１号、平成３０年度健全化判断比率及び資金不足比率の報

告についてを議題といたします。  

       本案に対する詳細なる説明を求めます。  

企画財政課長  報告第１１号について、ご説明申し上げます。  

       この報告は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、平成３

０年度決算に基づく、健全化判断比率及び資金不足比率を監査委員の意見を附し

て、９月議会に報告をさせていただくものであります。  

       意見書につきましては、議案書に添付しておりますので、ご参照願います。  

       それでは、議案の２ページ目をお開きください。  

       まず、健全化判断比率では、実質赤字比率、連結実質赤字比率につきましては、

各会計において赤字額は発生しておりませんので、該当いたしません。  

       実質公債費比率は１１．０％、将来負担比率は１２７．９％です。それぞれの

指標における早期健全化基準並びに財政再生基準は、表にお示ししているとおり

であります。報告第１１号資料に算定内訳等を添付しておりますので、資料に沿

って補足説明をさせていただきます。  

       まず、資料の３ページをお開き願います。  

       実質赤字比率は左上の一般会計等が対象でありまして、実質収支額を標準財政

規模で除した、マイナスの３．０３％となりました。実質収支が黒字の場合はマ

イナス表示となります。  

       次に、連結実質赤字比率は、一般会計等に全ての公営事業会計、特別会計を加

えたものが対象でありまして、右下になりますが、全会計における実質収支及び

資金剰余額を標準財政規模で除した、マイナスの２２．８６％となりました。  

       実質公債費比率につきましては、資料の４ページをお願いいたします。  

       実質公債費比率の対象となる公債費等は、①の元利償還金の額から、②③を除

きました⑦一時借入金の利子までの合計が該当しまして、⑧の特定財源から、⑪

の密度補正の元利償還金の合計につきましては、特定財源や普通交付税算入分な

ど、公債費等から除外する要因となる項目であります。  

       算定結果は中段の右寄りになりますが、平成３０年度単年比較では１０．４６

６６３％と平成２９年度単年度に比べ約０．３２％好転しており、３年平均では

１１．０％で、前年度は１１．５％でありましたので、０．５％好転しておりま

す。 

       ３カ年平均における好転した要因は、平成２７年度と平成３０年度の比較にな

りますが、一般会計の地方債の元利償還金が約７，１５０万円増加したものの、

公営企業に要する経費の財源とする地方債償還の財源に充てたと認められる繰入

金が約６，９５０万円、一部事務組合の起こした地方債に充てたと認められる負
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担金が約３，７１０万円、それぞれ減少、また災害復旧費等に係る基準財政需要

額が約５，７４０万円増加したこと、分母を構成する標準財政規模が約１億１，

１５０万円増加したことが主な要因であります。  

       単年度の好転要因としましては、これも一般会計の地方債の元利償還金が約６

８０万円増加に加え、元利償還金、準元利償還金に係る基準財政需要額への算入

額が４，０７０万円減少したものの、公営企業に要する経費の財源とする地方債

の償還に充てたと認められる繰入金が約５，８３０万円減少したことが主な要因

となっております。  

       将来負担比率につきましては、資料５ページをお願いいたします。  

       対象となる将来負担額は、上段に記載しております一般会計等の地方債現在高

から退職手当負担見込み額までの各項目で、合計は下段の算式中Ａ欄、１９２億

８，７０５万３，０００円です。この将来負担額に対する充当可能財源等は中段

にお示ししていますとおり、合計額は下段のＢ欄、１３６億８，３８３万円、差

し引き実質負担額は５６億３２２万３，０００円です。これを標準財政規模から

普通交付税に算入された公債費等を控除しました４３億８，０９２万２，０００

円で除したものが将来負担比率で、１２７．９％となります。前年度は１３７．

６％でありましたので、９．７％好転をしています。  

       好転の要因ですが、充当可能基金の約９，０１０万円の減少、地方債現在高に

係る基準財政需要額算入見込額の約１億１２０万円の減少があるものの、公営企

業等繰入見込額の約７億９，２２０万円の減、組合等への負担見込額の約１，９

３０万円の減、退職手当負担見込額の約７，８００万円の減などにより、実質的

な将来負担額が約３億６，７１０万円減少したことが主な要因となっております。  

       最後に、公営企業会計における資金不足比率等につきましては、資料６ページ

をお開き願います。  

       資金不足額・剰余額につきましては、資料６ページ右から７列目、（８）の列

になりますが、法適用企業会計の水道事業、工業用水道事業、決算は下水道事業

一本ですが、ここでは地方財政状況調査、いわゆる決算統計の数値を用いますの

で、公共下水道事業と農業集落排水事業に分けておりますが、これらの資金不足

額・剰余額は、主に流動資産から流動負債を控除したものが資金余剰額でありま

すが、いずれの会計も資金収支は黒字であり、資金不足は発生をしておりません。  

       以上が、各指標の概要であります。よろしくお願い申し上げます。  

 

日程第６ 報告第１２号  議会の委任による専決処分の報告について（学校施設空調設備設置  

            工事）  

 

議    長  日程第６、報告第１２号、議会の委任による専決処分の報告についてを議題と

いたします。本案に対する詳細なる説明を求めます。  

学校教育課長  報告第１２号、議会の委任による専決処分について、地方自治法第１８０条第

２項の規定により報告させていただきます。  

       この報告は、設計図書と現場の相違により工事内容の一部を変更し、請負者テ

ラマエ設備工業株式会社と８月１９日付で工事請負契約の変更契約を締結したこ

とによるものです。  

       工事請負額は、変更前契約額２億７，３２４万円から５５８万７，９２０円を

減額し、変更後の請負額を２億６，７６５万２，０８０円としたものです。  

       詳細につきましては、資料によりご説明させていただきます。  

       報告第１２号資料をごらんください。  
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       上の表は、工事概要を示したものです。小学校４校と中学校２校の普通教室６

０室と特別支援教室１８室に空調設備を設置し、そのための電気工事と建築工事

を行ったものです。設置教室数に変更はございません。  

       契約変更の概要は、資料の下側の表をごらんください。  

       建築工事で電気配管や空調配管を機動的に行うため、仮設足場に変えて高所作

業車を使用したことにより、仮設足場で約８０万円の減、高所作業車で約１７０

万円の増、安全管理で交通整理員の減でございますが、資材の搬入出や外部作業

の時間帯を休日または平日の午後３時以降としたこと、また各学校において児童

生徒に対して工事作業範囲内へ近づかないことなどの指導を徹底していただいた

ことなど、安全対策への協力が得られたことなどで、交通整理員の配置が５４０

人から２４人となったことで、約６５０万円の減となりました。  

       以上、報告第１２号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。  

 

日程第７  議案第４９号 教育委員会委員の任命について  

 

議    長  日程第７、議案第４９号、教育委員会委員の任命についてを議題といたします。  

       本案に対する詳細なる説明を求めます。  

副 町 長 議案第４９号、教育委員会委員の任命について、ご説明申し上げます。  

       教育委員の任命は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の

規定により、町長が議会の同意を得て行います。教育委員会は、教育長と４名の

教育委員で組織されており、教育に関する事務の管理、執行を行います。委員の

任期は４年です。  

       現教育委員の石川治氏が令和元年９月３０日で任期満了となることから、再任

をお願いいたしたく、議会の同意を求めるものです。  

       それでは、石川治氏の経歴を紹介させていただきます。お手元の経歴書をごら

んください。  

       石川治氏は、昭和３３年生まれの６１歳。住所は、福崎町福崎新２９５番地２、

昭和５６年３月に神戸学院大学法学部法律学科卒業、５６年７月に社会福祉法人

姫路市社会福祉事業団に勤務され、平成２３年４月から同事業団のしらさぎ園園

長、平成２９年９月から姫路市総合福祉通園センターの事業長などを歴任、平成

３１年４月からは同事業団の事務局専門員として在職されています。役職歴は、

平成１０年４月から４年間、福崎町消防団長、平成１５年４月から４年間、中播

磨地域教育推進委員、平成１３年４月から平成２７年３月まで１４年間は福崎町

公害対策審議会委員を歴任され、それぞれの分野で行政の推進にご協力をいただ

きました。現在は、平成２６年５月からＮＰＯ法人兵庫県レクリエーション協会

理事、平成３０年４月から福崎町子どもいきいきクラブ実行委員会委員長に就か

れています。  

       教育委員は、平成１９年１０月に就任され、ボランティアグループの代表など、

これまでの経験に裏打ちされた幅広い見識を生かし、福崎町教育の充実、発展に

積極的に取り組んでいただいているところです。その行動力、実行力に大いなる

信頼と期待を寄せており、誠実で人望も厚い人柄からも教育委員として適任であ

ると確信しております。  

       議案第４９号資料としまして、石川氏の私の抱負をお示ししておりますので、

ご参照いただき、ご賛同いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  

議    長  議案説明の途中ですけど、休憩に入ります。  

       再開は、１０時４５分といたします。  
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◇ 

休憩 午前１０時３０分 

再開 午前１０時４５分 

◇ 

議    長  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  

       なお、高井議員から早退届が提出されましたので、報告しておきます。  

 

日程第８ 議案第５０号  大庄屋三木家住宅及び福崎町辻川界隈歴史・文化館の指定管理者の  

            指定について  

 

議    長  日程第８、議案第５０号、大庄屋三木家住宅及び福崎町辻川界隈歴史・文化館

の指定管理者の指定についてを議題といたします。  

       本案に対する詳細なる説明を求めます。  

社会教育課長  議案第５０号、大庄屋三木家住宅及び福崎町辻川界隈歴史・文化館の指定管理

者の指定について、ご説明申し上げます。  

       本議案につきましては、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議

会の議決をお願いするものです。  

       大庄屋三木家住宅及び福崎町辻川界隈歴史・文化館の指定管理者として、株式

会社ＰＡＧＥを指定しようとするもので、指定期間につきましては、令和元年１

０月１日から令和２３年３月３１日までの２１年６カ月間としています。  

       指定管理者の選定に当たりましては、福崎町公の施設に係る指定管理者の指定

手続等に関する条例施行規則に基づく指定管理者選定委員会を設置しまして、候

補者の選定を行ったところです。  

       選定結果につきましては、議案第５０号説明資料の１０ページをごらんくださ

い。 

       非公募により株式会社ＰＡＧＥを指定管理者の候補者として選定した理由は、

さきの議会においてご承認いただきました駅前観光交流センターと辻川観光交流

センター同様に４施設の一体的な管理運営が望ましいとしています。  

       また、これまでの経緯としましては、昨年１２月に福崎町文化観光まちづくり

協議会の構成員である一般社団法人ノオトと株式会社神戸新聞社が新たなまちづ

くり会社、株式会社ＰＡＧＥを設立しました。双方の強みを生かした古民家や文

化財の面的な活用と地域のにぎわいづくりに向けた事業展開に期待するところで

す。また、まちづくり分野において、行政の補完的機能を担い得る団体として、

今年１月に株式会社ＰＡＧＥを都市再生推進法人に指定し、官民連携のまちづく

りを推進しているところです。  

       これらのことから、選定理由としまして、株式会社ＰＡＧＥの構成員は、福崎

町文化観光まちづくり協議会の委員として福崎町とともに各施設の利活用方策に

ついて検討してきたこと、及び都市再生特別措置法に基づく地域のまちづくりを

担う法人として福崎町が指定している都市再生推進法人であること、また、一般

社団法人ノオトが古民家や文化財の活用において実績が豊富で、かつ国とともに

検討を進める有識者であること、及び株式会社神戸新聞社は情報発信や旅行事業

の実績が豊富であることは、公募によらない指定管理者の候補者の選定等を規定

した福崎町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第５条に該当す

ることから、非公募により株式会社ＰＡＧＥを指定管理者の候補に選定していま

す。 

       資料の２ページに戻っていただきまして、事業計画書の管理運営の基本方針と
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して、まず大庄屋三木家住宅では、三木家住宅を活用することで、その価値を広

く多くの人々に伝え、地域の活性化や文化の振興を図ります。民間活力により宿

泊施設とレストランとして有効活用し、さらには建物の保存・継承に寄与します

としています。辻川界隈歴史・文化館でも同じく、福崎町の歴史と文化の魅力を

より多くの人に知ってもらい、地域の活性化を図ること、また、日本遺産である

銀の馬車道がこの辻川を通っているという立地を生かし、カフェと宿泊施設とし

て運営することで、観光客を呼び込みますとしています。  

       続きまして、事業効果を上げる創意工夫につきましては、資料３ページにお示

ししております。  

       集客・誘客促進としまして、ウエディングセレモニー、音楽イベントなどにも

活用し、文化的な観光コンテンツの充実を図り、まちの集客力とブランド力の確

立を目指します。シェフ・イン・レジデンスの取り組みを継続し、地域食材を使

ったメニューを考案するなど、地域とクリエイティブ人材をつなぐ取り組みを行

います。観光客誘致策としましては、株式会社ＰＡＧＥを構成する神戸新聞社グ

ループの神戸新聞旅行社が着地型観光商品を造成し、全国地方新聞旅行協議会と

連携して、全国的なプロモーションと販売を展開しますとしています。  

       ７ページには、三木家住宅の施設活用計画図をつけております。  

       副屋、離れ、内蔵、米蔵、角蔵を５つの客室に、酒蔵をレストランとする計画

としております。  

       ８ページには、歴史・文化館の施設活用計画図をつけております。１階をブッ

クカフェ、２階は客室を２室つくる計画としております。  

       続きまして、収支計画書を資料の５ページにお示ししております。  

       指定開始は令和元年度でありますが、準備工事のため、開業は令和２年１０月

を目標としておりますので、令和２年度からの収支計画となっております。株式

会社ＰＡＧＥの収入としましては、宿泊施設運営会社から得る家賃収入のみを計

上しています。支出の項目につきましては、減価償却費、事務費、管理費、法人

税の計上をしています。収支差し引きにつきましては、令和５年度から黒字化、

減価償却の終わります令和１８年度から約３００万円で安定する計画となってお

ります。参考としまして、宿泊運営会社の収支見込みを６ページに掲載しており

ます。１人当たりの宿泊単価は平均２万２，０００円で、稼働率は３３％、レス

トランではランチ２，０００円、ディナー５，０００円で単価設定し、平均稼働

率は約４０％として、年間３００万円の利益を見込んでおります。  

       続きまして、指定開始をさせる上で協定する協定書としまして、資料の１１ペ

ージをごらんください。  

       まず、第１条の目的には、指定管理者として施設の管理を適正かつ円滑に行う

ため必要な事項を定めると規定しており、第２条は指定管理させる施設の表示、

第３条には指定期間を２１年６カ月と定めています。第４条では、ＰＡＧＥが行

う管理業務に対し、指定管理料は支払わない旨、記載しております。また第５条

には業務内容、第６条は委託の制限、第７条、第８条には休館日と利用時間、利

用料金と飲食料金に係る条例・規則で規定している内容を定めています。第１１

条では事業報告の義務、第１７条では補助金を伴う事業であることから所有権の

帰属を規定するとともに、第１８条では施設、設備及び備品の無償貸与と修繕に

係る費用負担を規定し、文化財施設部分は福崎町が負担、宿泊・飲食に係る設備

部分の修繕・更新は指定管理者が負担することと定めております。第２０条には、

明け渡し時の収去義務、第２２条には、指定の取り消しや業務停止とその場合の

費用負担について定めています。第２４条には、原状回復義務と指定管理者が投
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資した費用については請求できない旨を記載しております。なお、資料１４ペー

ジの第３１条に記載しておりますとおり、この協定書は、本議会で議決をいただ

いた後、本協定とすることとしているものです。  

       以上、議案第５０号に関する提案説明とさせていただきます。ご審議賜り、ご

賛同いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

 

日程第 ９ 報告第５１号  平成３０年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定について  

日程第１０ 報告第５２号  平成３０年度福崎町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定  

             について  

日程第１１ 議案第５３号  平成３０年度福崎町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認  

             定について  

日程第１２ 議案第５４号  平成３０年度福崎町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ  

             いて  

 

議    長  日程第９、議案第５１号、平成３０年度福崎町一般会計歳入歳出決算認定につ

いてから、日程第１２、議案第５４号、平成３０年度福崎町介護保険事業特別会

計歳入歳出決算認定についてまでの計４件を一括議題といたします。  

       各議案に対する詳細なる説明を求めます。  

会 計 管 理 者  議案第５１号から議案第５４号までの４議案につきまして、決算書及び議案説

明資料により、概要説明をいたします。  

       まず、議案第５１号は地方自治法第２３３条第３項の規定により、一般会計歳

入歳出決算について、別紙監査委員の意見を附して、議会の承認を求めるもので

ございます。  

       まず初めに、お手元に配付いたしております決算書の一般会計の２５６ページ

をお願いいたします。決算書の２５６ページは実質収支に関する調書でございま

す。 

       歳入総額が８９億７，８８５万３，６４８円、歳出総額８７億６，７９６万３，

４８９円、差引額２億１，０８９万１５９円のうち、翌年度へ繰り越すべき財源

は、繰越明許費繰越額５，１０８万８，０００円で、実質収支額は１億５，９８

０万２，１５９円となり、令和元年度へ繰越いたします。  

       ２５７ページから２６３ページまでは、財産に関する調書で、公有財産、物品、

基金及び債券の保有内容をお示しいたしておりますので、後ほどお目通しをお願

いいたします。  

       続きまして、決算の概要につきまして説明させていただきます。  

       議案第５１号説明資料の１ページをお願いいたします。 

       平成３０年度一般会計の決算概要につきまして、この説明書により、割愛しな

がら朗読して、説明をさせていただきます。  

       歳入総額は８９億７，８８５万３，６４８円で、５億１，５８０万５，８１０

円、対前年度比６．１％の増となりました。  

       内訳は、第１款の町税３２億２，３３１万４，５０６円から、第２１款の町債

の１１億６，３９３万５，０００円まででございます。  

       主な増減内容につきましては、歳入総額の３５．９％を占める町税では、納税

義務者数の増加により、個人町民税は３５６万３，８５９円、対前年度比で０．

４％の増。一方、法人町民税は、中小企業優遇税制による一部中小企業の設備投

資の増などにより４，５６８万５，７００円、対前年度比１３．１％の減。固定

資産税の土地は、地価の下落がなお続いているため、６０１万４，４９３円、対
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前年度比１．１％の減、家屋は、評価替え年度のため在来分の評価替えによる減

額となり、２，３２４万８，６１６円、対前年度比３．１％の減、償却資産は、

昨年、大型の設備投資をした法人が投資を控えたことにより、８５４万７，１５

４円、対前年度比１．６％の減となりました。  

       続きまして、２ページでございます。  

       地方交付税は、普通交付税、特別交付税合わせて１，９４７万４，０００円、

対前年度比１．６％の増となりました。  

       使用料及び手数料は、住宅使用料やし尿くみ取り手数料などの減により、１２

７万２，７３３円、対前年度比１．６％の減、国庫支出金は、社会資本整備総合

交付金などの減により、１，６７５万５，４５３円の減で、対前年度比１．６％

の減、県支出金は地籍調査事業補助金などの増により、９，９９０万４，５８３

円の増、対前年度比２０．３％の増、財産収入は土地売払収入の減により、６，

５８２万８，１５８円、対前年度比で８７．２％の減、寄附金はふるさと応援寄

附金の減により、１，８１０万１，１７０円、対前年度比で４２．５％の減、諸

収入は２，６８０万１，６２８円の減で、対前年度比７．４％の減、町債は２億

５，４３４万４，０００円の増、対前年度比２８．０％の増となりました。  

       続きまして、３ページをごらんください。  

       歳出についてでございます。歳出総額は８７億６，７９６万３，４８９円、不

用額は２億７，９３３万６，５１１円となりました。  

       議会費では、定例会４回と臨時会２回が招集され、議案８０件、報告１０件、

請願２件、意見書２件、発議３件について慎重に審議いたしました。それぞれに

ついて、適正妥当な結論を導き、議会の権能と責任を果たすよう努め、町民にわ

かりやすい開かれた議会活動と円滑な議会運営を行いました。  

       総務費の一般管理費では、町民と町職員がともに学習して、よりよい福崎町を

つくるための福崎まちづくり出前講座を実施。また各種施策の実現のため、住民

からの意見、提言を直接聞く行政懇談会を１２自治会で実施いたしました。  

       遠野市との交流事業として、１０月６日に開催された遠野市産業まつりの開会

式に町長が出席したほか、特産品の販売、もちむぎかけ麺の提供を行いました。  

       次に、会計管理費では、公金収納について関係課と連携し、口座振替の推進に

取り組み、業務の効率化を図りました。  

       財産管理費では、工事・業務の発注について、指名・一般競争入札を実施し、

公平・公正な入札事務に努めました。  

       庁舎管理事業では、老朽化した設備の入れ替え・改修を実施しました。また、

庁舎整備の一環として、埋蔵文化財事務所の空調機器の更新、第二庁舎について

は男子トイレの洋式化を行いました。  

       防犯灯設置事業では、児童の安全な通学路確保や関係自治会からの設置要望等

により防犯灯１４基を設置いたしました。  

       庁用車集中管理事業では、車検、タイヤ交換など適正な維持管理に努めました。

また、集中管理用庁用車購入時において、軽四自動車１台を購入いたしました。  

       財政調整基金等積立事業では、財政調整基金については歳入の余剰分がなかっ

たことにより利子分のみの積み立てとなりました。ふるさと応援基金については、

ふるさと納税ポータルサイトの追加と記念品の拡充等を行いましたが、記念品を

寄附額の３割以下に抑えるなどの総務省通知や、その趣旨を守らない一部の自治

体に寄附が集中し、当町の寄附金額は減少いたしました。  

       企画費の総合計画策定事業では、第５次総合計画後期基本計画の策定において、

コンサルタントに住民アンケートの実施や人口推計の算出等の策定支援業務を委
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託し、住民アンケートによる現状把握やまちづくり委員会による提言の反映、職

員で構成される策定委員会やワーキンググループ等での協議を経て、諮問機関で

ある総合計画審議会で審議を重ね、後期基本計画を策定しました。  

       地域振興費では、参画と協働のまちづくりを進めるための自律（立）のまちづ

くり交付金事業や婚活サポート事業、地域交流広場事業、アドプト事業、住民参

加による福崎まつりや民俗辻広場まつり事業、また民俗学の父・柳田國男のふる

さとを全国に発信するための全国妖怪造形コンテスト事業を実施しました。  

       交通対策費では、町内小・中学校からの通学路危険箇所改善要望に基づき、通

学路における標識、啓発用看板、カーブミラー等を設置し、交通事故の防止に努

めました。また、町内の各認定こども園、小学校、中学校において、各種交通教

室を行いました。平成３０年の福崎町内交通死亡事故はゼロでした。  

       徴税費では、口座振替制度を推進し、納税者の利便性を図り、利用者は平成３

０年度末で４，２２３人となりました。滞納整理については、兵庫県からの住民

税整理回収チームの派遣を受け、滞納処分を実施いたしました。  

       続きまして、４ページです。  

       戸籍住民基本台帳費では、社会保障・税番号（マイナンバー）制度について、

住民に個人番号カードの使い道などの広報活動を行い、引き続き個人番号カード

の写真無料撮影やカードの休日申請受付など住民サービスに努めました。  

       選挙費では、平成３１年３月２９日告示、４月７日執行の兵庫県議会議員選挙

の準備及び期日前投票に係る作業として、公営ポスター掲示場の設置、入場券の

発送等を行いました。  

       統計調査費では、主として国の委託統計を実施しており、平成３０年度は学校

基本調査、工業統計調査、住宅土地統計調査を実施しました。  

       監査委員費では、公正で合理的かつ能率的な行政運営確保のため、年間監査計

画に基づいて定期監査を４日、例月出納検査を１２日、決算審査を５日、延べ２

１日間の監査を行いました。また、全国監査委員協議会及び兵庫県町監査委員協

議会が実施する委員研修などを受講する等、研さんを積みました。  

       民生費の社会福祉総務費は、社会福祉事業に要した経費で、主な支出は、民生

委員・児童委員の活動に要した経費、社会福祉協議会への委託料、補助金、巡回

バスの運行補助に要した経費、戦没者慰霊塔の管理等に要した経費及び国民健康

保険事業特別会計の繰出金でございます。  

       社会福祉協議会運営委託事業では、見守り給食サービス事業及びふくちゃん弁

当事業を社会福祉協議会で一体的に実施することにより、ひとり暮らし及び高齢

者のみの世帯の対象者を一体的に把握することができ、効率的に事業を実施して

おります。また、町内各小・中学校の児童生徒に対する福祉教育の推進、ボラン

ティアと協力しての介護予防教室の実施、地域リーダーを育成してのミニデイサ

ービスの運営支援など、平成３０年度も住民力を活用して継続実施ができました。  

       巡回バス運行事業では、まちなか便は通勤などにも利用できるように運行時間

を前倒しをするとともに、福崎駅への早期便の運行を行いました。また、運転免

許証自主返納の利用に便利な福崎警察署前バス停の設置などを行いました。その

ほか、買い物バスや市川町連携コミュニティバスなど、新たな試みも実施しまし

た。 

       障害福祉費では、心身に障害のある方が地域で安心して暮らせるように、関係

団体や機関と連携を図りながら障害への理解を深め、障害のある方のライフスタ

イルに応じた情報提供やサービス提供を行いました。また、６５歳未満の重度障

害者児の介護者に介護手当を支給し、その生活の安定と在宅福祉の向上を図りま
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した。  

       国民年金一般事務費では、住民に対する国民年金制度の周知に努め、姫路年金

事務所と協力・連携を密にして、未加入者・未納者の解消に取り組み、町民一人

一人の年金権の確保に努めました。  

       老人福祉費では、高齢者自身が要介護状態にならないよう予防し、能力、経験

を生かし、生きがいを持って安心して暮らせるような生活支援を基本に各事業に

取り組みました。  

       外出支援サービス事業では、６５歳以上の要援護高齢者３５人が延べ５５５回

通院等で利用され、高齢者の保健福祉の増進に努めました。  

       人生いきいき住宅助成事業では、５件の助成を行い、この事業の実施により住

環境が改善され、高齢者及びその家族の利便性の向上が図られました。  

       続きまして、５ページです。  

       医療助成費では、福祉の増進を図るため、医療費の自己負担金の一部を助成し、

高齢期移行者医療以外の一部負担金については町単独施策として、自己負担なし

の医療費無料を継続しました。平成３０年度も乳幼児等医療費助成事業及び子ど

も医療費助成事業の所得制限をなくし、全ての子育て世帯の医療費負担を軽減す

ることができました。  

       老人ホーム運営費では、入所者の自主性と思いやりの心を育て、家族との連携

を図りながら、地域の人とのふれあいを大切にし、明るく楽しく生き生きとした

老人ホームづくりに努めました。  

       老人憩いの家管理費では、町民を初め地域住民の憩いの場として利用者により

よいサービスの提供に努めました。また、劣化が進んでいました外壁塗装や屋上

防水改修工事など修繕工事を行い、適正な維持管理を行いました。  

       児童福祉総務費では、児童の健全な育成のため、交通災害遺児並びに障害のあ

る児童に対して年金の支給、障害のある児童及び父子・母子家庭への就学援助を

行いました。  

       学校教育課における子ども子育て支援事業では、令和２年度から令和７年度を

計画期間とする福崎町第２期子ども・子育て支援事業計画策定に向け、小学生以

下の子どもがいる町内の全世帯を対象にアンケート調査を実施いたしました。  

       保健センターにおける子ども・子育て支援事業では、福崎町子育て世代包括支

援センターとして、妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目のない支援を行うた

め、要支援者を把握し、ケアプランを作成しました。また、子育て支援者連絡会

を開催し、要支援者の情報共有を図りながら、適正な継続支援につなげました。

発達に課題のある子どもについては、サポートファイルを作成し、適切な支援が

継続できるよう小学校等へ引き継ぎを行いました。  

       児童手当費では、次代を担う子どもの健全な育成と資質の向上、家庭生活の安

定を目的として、年３回の児童手当を支給いたしました。  

       次に、保育所費では、保護者の就労等の事情により町外の保育所を利用した児

童について、利用した私立保育所及び公立保育所へ委託費を支払いいたしました。  

       認定こども園費では、入園児童の健康と安全を確保しつつ、創意工夫を加えな

がら、年齢に応じた教育・保育を実施しました。特別保育として、午後７時まで

の延長保育事業や保護者の都合により緊急的・一時的に家庭で保育できない１号

認定子どもの一時預かり事業及び在宅児童の一時預かり事業を実施いたしました。  

       子育て支援施設費では、福崎幼児園内に子育て支援センターを、文化センター

内に西部子育て学習センターを、田原幼児園内に東部子育て学習センターを設置

し、子育て親子の出会いの場、地域の高齢者と交流の場等、集いの場の提供を行



－21－ 

いました。  

       学童保育費では、福崎小学校の余裕教室を利用した福崎西部学童保育園と田原

小学校体育館北の福崎東部学童保育園において学童保育を行いました。年齢の異

なった子どもたちが家庭的な雰囲気の中で宿題をした後、自主的な活動を通して

仲よく協力しながら放課後を過ごしました。土曜日は、福崎東部学童保育園にお

いてセンター方式により学童保育を実施いたしました。  

       続きまして、６ページでございます。  

       衛生費です。保健衛生総務費は、救急医療体制整備、保険事業協力団体等への

負担金及び補助金と、母子保健事業及び食育推進事業など、保健行政に係る経費

で、福崎町第２次食育推進計画・健康増進計画に基づき、各事業を実施しました。  

       母子保健事業では、家庭訪問、乳幼児健康診査、健康教育に加え、妊娠期から

子育て期にかけ切れ目のない支援を行うため、産前産後サポート事業等の充実を

図りました。  

       食育推進事業では、食育推進計画に基づき、妊娠期から乳幼児、高齢者までの

各世代に対して食育事業を展開しました。平成３０年６月には、これまでの活動

が認められ、大分市で行われた農林水産省所管の第１３回食育推進全国大会にお

いて、福崎町食育推進委員会が食育活動表彰を受賞しました。  

       予防接種事業では、平成２９年度から実施している１歳から中学３年生の子ど

もに対するインフルエンザワクチンの接種費用一部助成を継続して行い、学級閉

鎖の防止と保育の確保、感染による発病と重症化予防などに努めました。  

       成人保健事業では、女性のがん検診受診率向上啓発事業として、役場庁舎のピ

ンクリボンライトアップと町内商業施設２カ所で検診受診を呼びかける街頭啓発

を行いました。  

       公害対策費では、工場等からの公害発生を未然に防止するため、主要事業場と

公害防止協定を締結し、事業場からの排水調査をするとともに、主要河川の水質

調査やゴルフ場からの周辺環境への影響を監視するため、関係する池や河川の水

質を調査しました。また、福崎工業団地、福崎企業団地において促進してきまし

た公共下水道への接続につきまして、未接続の事業場に対する働きかけにより、

目標どおり平成３０年度末には操業中の３４事業場全ての下水道接続に係る公害

防止協定の協議が完了いたしました。  

       自然保護費では、自然歩道の補修や維持管理を行い、利用促進を図るとともに、

住民が自然に触れ親しむことができるよう、田原、八千種地区の福崎東エリアの

自然歩道を中心とするコースで第２９回福崎町自然歩道を歩こう大会を開催しま

した。町内外から１，３３５名の参加がありました。  

       し尿処理費は、し尿くみ取りに要する経費と中播衛生施設事務組合への負担金

です。  

       ごみ処理費では、ごみ収集に要する経費とくれさか環境事務組合への負担金で、

ごみの排出抑制、再利用、リサイクルを主とした廃棄物循環型社会の形成を目指

しました。  

       次に、農林水産業費の農業委員会費では、農地法に基づく農地の許認可など法

令事務を初め、遊休農地などの管理指導を行い、農地の確保と有効利用に取り組

みました。  

       農業振興費では、農業の持続的発展を図るため、力強い農業経営を展開できる

よう支援するとともに、特産もち麦の産地振興並びに農産物の生産、供給体制を

整え、地産地消を推進しました。  

       次、７ページでございます。  
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       体験農園事業では、春から秋にかけての体験農園を設置し、園児・小学校児童

を対象に作物の植えつけから収穫までの農作物体験実習を実施し、農への関心を

高め、食育活動の一環として効果的に行うことができました。  

       農地集積・集約化支援事業では、集落レベルでの話し合いに基づき、地域の中

心となる経営体への農地の集積を初め、それ以外の農業者を含めた地域農業のあ

り方等が記載された人・農地プランの作成及び見直しを支援いたしました。  

       農業人材力強化総合支援事業では、人・農地プランを作成した集落で、地域の

中心となる経営体への位置づけがなされた青年就農者の営農活動を支援しました。  

       中山間地域等直接支払推進事業では、農業生産条件が不利な中山間地域等にお

いて農業生産活動として耕作放棄地の防止活動、水路、農道の管理活動、農用地

と一体となった周辺林地の管理等を支援しました。  

       多面的機能支払交付金事業では、高齢化の進行、農業の担い手不足により集落

機能が低下し、適切な維持管理が困難となっている農地・農業用施設等の地域資

源に対し、農地や水等の資源保全を図り、将来にわたって農業農村の基盤を支え

るため、地域ぐるみで行われる取り組みを支援しました。  

       地方創生推進事業では、地方創生推進交付金を活用し、産学官連携による地域

住民が主体となって地域の課題を解決するための方策の一つとして、軽トラ市等

による地域活性化の実証実験を兵庫県立大学に委託して実施しました。 

       農業構造改善施設運営費は、春日ふれあい会館と春日キャンプ場の運営経費と

施設運営に要した経費で、平成３０年度はふれあい会館前駐車場にできた陥没箇

所の修理をいたしました。また、キャンプ場の消火栓格納庫と消防用ホースが老

朽化していたため入れ替えをし、利用者に安全に使っていただけるようにしまし

た。 

       国土調査費では、地籍調査を行った土地については、正確な所有者、地番、地

目及び境界、地籍に関する事項が明確となり、登記、固定資産税等、多方面に活

用されるようになりました。新たに予定している山崎・福田・高岡・田口の一部

地区については、所有者の調査を行う必要があるため、令和元年度へ事業を繰越

いたしました。  

       高岡・福田地区ほ場整備推進事業は、高岡・福田地区の農地を大区画に整備す

るもので、経営農地の集団化及び生産性の向上と合理化などを図るため、令和４

年度の完了を予定に平成２９年度から着手しております。  

       山崎地区ほ場整備推進事業は、活力ある農業・農村を築き、生産組織の育成を

強化することを目的とするもので、平成３０年度は調査設計業務及び集団化業務

を実施しました。  

       ため池整備事業費は、地震や豪雨等によるため池等農業用施設の災害を防止し、

農村地域や防災力向上を図るための経費です。ため池の耐震性等の調査や計画策

定、専門技術者による点検を定期的に行いました。  

       林業振興費は、森林の有する多面的機能の持続を図るための里山整備や森林整

備、有害鳥獣駆除に要した経費で、松くい虫被害木の伐倒を実施し、環境保全と

景観の改善を図りました。有害鳥獣駆除事業については、福崎町猟友会と連携し

て駆除活動を行い、鳥獣被害から集落を守るため、福田区に防護柵を設置し、農

林業被害の軽減に努めました。  

       次、８ページです。  

       商工費の商工総務費は、企業誘致と工業団地調整池の維持管理及び工業団地造

成事業の公営企業化に向けた準備費用等です。平成３０年度末現在の操業状況は、

福崎工業団地２４社、福崎企業団地１１社、福崎町東部工業団地８社の計４３社
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となり、全ての分譲が完了しています。  

       商工業振興費では、福崎町商工会による福崎町なっ得商品券の発行や、産業活

性化緊急支援事業による町内商工業者の活性化と消費拡大、町制度融資による資

金融資を行いました。観光ルートを拡大し、観光客へのおもてなしの向上を図る

ため、もちむぎのやかたの施設や設備に係る修繕、更新を実施するとともに、辻

川界隈公衆便所及び七種山バイオトイレの清掃業務管理委託を行い、美観の維持

に努めました。また、福崎町観光協会の事業活動に対する支援に努めました。  

       観光振興事業では、辻川山公園の日常管理に努めるとともに、福崎観光大使を

起用し、広域的な観光ＰＲ活動を実施しました。また、福崎町観光協会ホームペ

ージやフェイスブック等で積極的な情報発信を行いました。福崎夏まつりの花火

大会に協賛するほか、七種山、辻川山、日光寺山、春日山周辺のクリーン作戦を

実施することで、町内観光スポットの清掃美化活動にも取り組みました。そのほ

か、既存の観光案内板等の維持管理に努めました。  

       ひょうご地域創生交付金事業では、新たな観光スポットとして定着しつつある

妖怪ベンチを５基追加して、観光客が周遊して楽しめる仕掛けづくりを行いまし

た。また、妖怪ベンチマップもつくり直し、全ての妖怪ベンチを見つけやすいよ

うにしました。観光拠点となる駅前と辻川において、○○まるしぇを開催し、住

民のにぎわいづくりに努めました。  

       消費者行政費では、経済環境の変化や生活の情報化、サービス化に伴って多様

化してきた消費生活の中で、町民がより安全で安心して生活ができるよう環境問

題や契約・取引の適正化に関する問題等に積極的に取り組み、消費者被害を未然

に防止するための講座開催や新しい生活情報を提供することにより、自立する賢

い消費者の育成を図りました。  

       企業会館運営費では、指定管理者の福崎工業団地協議会に企業会館の運営及び

管理を委託し、委託料を支出しました。また、平成３０年度は空調機更新工事を

実施しました。  

       土木費の道路改修費では、道路の損傷が激しい箇所の道路維持補修及び街路樹

剪定や道路清掃などの美化活動を推進し、安全で安心な道路として通行の安全確

保、交通事故の防止に努めました。  

       道路新設改良費では、平成２９年度からの繰り越し事業として、ゲリラ豪雨時

に冠水する町道大貫山田線中国自動車道アンダーボックス部において、冠水時の

車両通行の安全を確保するため、地域との改善策を協議し、遠隔監視及び遮断機

による通行規制また既設水路の改修を伴う冠水対策工事を実施しました。  

       橋梁改修費では、橋梁の損傷改修補償及び長寿命化を図るため、長野橋ほか７

橋の補修工事、観音堂橋ほか２橋の測量設計を実施しました。また、大型の構造

物（横断歩道橋）の健全状況を把握するための定期点検を実施しました。  

       続きまして、９ページです。  

       河川改修費では、県河川の美化事業として県と委託契約を締結し、市川・七種

川の清掃及び草刈り等を実施し、河川環境の美化に努めました。今後も急激な降

雨等により堆積した河川断面の流下能力が下がることによって溢水する可能性が

あるため、適正な維持管理に努め、災害に強いまちづくりに努めます。 

       都市計画費では、都市の健全な発展と秩序ある整備、土地利用の適正化を図る

ために必要な経費を支出しました。  

       都市計画見直し事業では、都市計画の見直しや各種計画、検討案の策定などに

要する経費を支出しました。平成３０年度はＪＲ福崎駅と役場周辺、辻川界隈へ

のルートの確保や市川町、神河町からの利便性向上を図るために福崎駅から町道
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中島井ノ口線までの間の新たな都市計画道路の検討や将来交通量の推計を行いま

した。  

       東部工業団地造成事業では、令和元年度以降に福崎町東部工業団地の拡張検討

を行うために地元区や地権者説明会を行うとともに、拡張予定区域内の測量や物

件調査を行いました。  

       市街地整備推進事業では、兵庫県より密集市街地アドバイザー派遣を受けて、

防災再開発促進地区の見直し案を作成しました。  

       特別指定区域制度活用事業では、特別指定区域制度について兵庫県と協議を行

い、大門地区ほか６地区及び西大貫地区ほか５地区の見直しが行われました。  

       福崎駅周辺整備費については、福崎駅周辺をまちの顔としてふさわしい、魅力

と活力のある中心市街地として再生させるとともに、辻川界隈と連携して整備す

ることにより、誰もが訪れやすく住みやすいまちづくりを目指すための事業を実

施しました。駅前の交流広場や交通広場工事並びに駅前観光交流センター工事に

ついても実施するとともに、事業の進捗を図るため、兵庫県土地開発公社及び兵

庫県町土地開発公社を活用し、先行取得を行っていた用地についての買い戻しを

行いました。また、事業の進捗に伴い、６月１日には県道甘地福崎線並びに町道

駅南幹線において新しい道路への切り替えを実施、１１月１３日には、町道福崎

駅田原線の一部について供用開始をいたしました。辻川界隈整備では、町道辻川

界隈線道路改良工事、辻川観光交流センター新築工事並びに旧辻川郵便局舎移転

工事を実施しました。町道辻川界隈線については、平成３１年３月１８日に供用

を開始しました。  

       公園管理費では、住民のふれあいやぬくもり、安らぎのある生活を確保、創造

するのに加え、地域防災の拠点としても極めて重要な役割を担う公園等の管理に

要する経費を支出しました。計画的な公園遊具の修繕や植樹の剪定を行い、安全

で快適な憩いの場として維持管理を行いました。また、県民ふれあい広場のトイ

レ整備工事を行い、環境衛生面の向上を図りました。  

       住宅管理費では、町営住宅の維持・管理に要する経費を支出しました。経年劣

化による住宅設備の取り替えや補修を行うことにより、入居者の住みよい生活環

境整備に努めました。また、福崎町公営住宅等長寿命化計画に基づき、駅前団地

建替え工事を実施しました。平成３０年度末現在の管理戸数は１４４戸です。  

       空き家利用促進事業は、空き家の利用促進を図るため、空き家を交流施設等へ

の改修を行う団体に対しての改修費補助を支出しました。また、空き家の実態把

握のため、各集落への空き家情報の紹介、空き家の現地確認を行いました。平成

３０年度の空き家バンクの物件登録を２件行い、ホームページで入居者の募集を

行いました。平成３０年度の空き家軒数は３３８件です。  

       消防費の常備消防費は、姫路市への消防事務委託に要した経費です。火災発生

は１１件、緊急出動は８７１件でした。  

       非常備消防費では、災害から郷土を守るために有事に即応した新しい知識・技

術を習得し、１本部３２分団６００名体制で消防施設を有効的・効果的に行い、

消防活動を行いました。  

       １０ページです。  

       火災・警戒出動は２，４４１人、訓練等出動は２，０６１人となっています。

また、平成３０年１０月１９日に富山県で開催された第２６回全国消防操法大会

に出場した庄分団が小型ポンプの部で見事、準優勝に輝きました。この全国大会

に出場するに当たっての補助金や壮行会、祝賀会等に要した経費の支出も行いま

した。  
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       防災対策費は、災害発生時に対処するための経費です。なお、平成３０年度の

自治会防災訓練実施件数は１３件でした。  

       教育費の教育委員会費では、教育委員会の会議を定例会１１回、臨時会１回開

催し、教育上の諸問題について審議しました。  

       事務局費では、不登校指導員等を配置し、児童生徒の問題解決に早期対応しま

した。また、平成３０年度の猛暑を受け、国にて創設されました冷暖房対応臨時

特例交付金を活用して、小・中学校の全普通教室に空調設備を導入するための設

計業務を行いました。工事については、令和元年度に繰越して実施いたします。  

       小学校費は、小学校における義務教育活動の充実と向上を図るために要した経

費で、老朽化に伴う不良箇所や機器類等の修繕を行い、学校施設の環境改善に取

り組みました。自然学校推進事業では、平成３０年度も兵庫県立南但馬自然学校

において、自然学校を体験しました。  

       中学校費では、中学校における義務教育活動の充実と向上を図るために要した

経費で、平成３０年度も２年生を対象に、地域に学ぶ体験活動、トライやる・ウ

イークを実施しました。また、福崎西中学校プール防水修繕工事などを実施し、

より円滑な学校運営や教育活動の改善を図ることができました。  

       社会教育総務費では、吉識雅夫の顕彰を図るとともに、子どもたちの自然科学

に対する興味、関心、意欲を高めることを目的として、自然科学分野ですぐれた

研究等を行った児童生徒に、第１１回目となる吉識雅夫科学賞を贈りました。  

       地域ぐるみ教育支援事業では、土曜英語教室、サマースクール、ウインタース

クール等の教育支援、登下校時の見守り、校内巡視等により学校、家庭、地域が

一体となり、地域ぐるみで子どもを育てる学校支援活動に取り組みました。  

       青少年健全育成事業では、平成３０年１２月８日に人権・青少年健全育成フェ

スティバルを開催し、３５５人が参加しました。  

       公民館費では、生涯活動の場の提供、町民が主体的に学習するための講座や教

室を開講し、内容の充実に努めました。  

       １１ページです。  

       平成３０年度の公民館クラブ連絡協議会の登録団体数は８２団体で、登録人数

は７５２人です。地域住民に活動の場と交流の機会を提供するため、利用者ニー

ズに応じたよりよい施設運営に努めました。また、芸術文化の向上と発展に貢献

し、その活動と功績が顕著な個人や団体に贈る文化功績賞を１０名に授与しまし

た。 

       図書館費では、平成２７年度から開始された播磨圏域相互利用により、近隣の

市町からの利用が増え、活気あふれる図書館運営を行うことができました。平成

３０年度末の蔵書点数は１５万６９４点、利用状況は、貸し出し人数４万６，７

４８人、貸し出し冊数２７万９９３冊でした。  

       文化センター管理費では、施設の維持補修として館内非常灯取替工事、子育て

学習支援センター空調機修繕工事などを行いました。  

       エルデホール運営費では、文化、芸術への興味や知識を深めていただくための

自主公演事業を６回開催し、住民企画事業も実施しました。  

       研修センター運営費では、文化センターの分館として文化共有の向上、研さん

の場として快適に利用できるよう管理運営を行いました。  

       青少年野外活動センター費では、野外活動を通じて青少年の健全育成を図り、

自然にふれる機会や交流の場を提供しました。  

       辻川界隈文化振興費の歴史民俗資料館運営事業では、明治期の福崎の歴史を振

り返るとともに、幕末から明治にかけて活躍した福崎ゆかりの人々を紹介した特
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別展を開催しました。  

       柳田國男・松岡家記念館運営事業では、第３９回山桃忌、松岡静雄生誕１４０

年記念展等を実施しました。８月５日に実施した第５回柳田國男検定では、上級

編の最高得点者に遠野の旅を贈りました。  

       三木家住宅等管理事業では、三木家住宅を活用していくため、主屋部分を展示

施設として一般公開をしました。また、公開イベントも引き続いて実施しました。  

       地域創生推進事業では、辻川界隈活性化のため、地方創生推進事業補助金を活

用し、各種事業を実施しました。三木家住宅資料の保存活用のため、神戸大学大

学院人文学研究科との共同研究による文献資料調査を実施しました。  

       文化財保護費では、文化財を保存し、活用を図るため、町指定文化財の保存継

承事業等への補助金交付や説明看板等の整備を行いました。  

       １２ページです。  

       保健体育総務費では、生涯スポーツ全般の振興と推進に努めました。スポーツ

競技で優秀な成績をおさめた方に贈るスポーツ功績賞を個人１２人に授与しまし

た。 

       子ども会運営事業では、健全な身体と協調精神の向上、情操教育を目的として、

各種団体の協力を得て町球技大会や郡オセロ大会、町少年少女球技大会を開催い

たしました。  

       給食運営費では、平成３０年４月から給食センターの調理・配送業務を民間に

委託することで、学校給食運営の合理化を図りました。また、給食センターでは、

福崎町第２次食育推進計画・健康増進計画に基づき、安全安心な食材をできるだ

け多く給食に取り入れました。  

       町民グランド管理費では、町民第１・第２グランドやスポーツ公園、町民第３

グランドの維持管理に要する経費で、平成３０年度はスポーツ振興くじ助成金を

申請し、第１グランド改修工事を実施しました。  

       学校施設社会開放費では、スポーツの場を広げるため、学校施設の社会開放を

行いました。  

       体育館運営費では、生涯スポーツの拠点として各年代層に合ったスポーツを選

択できるよう年間を通してさまざまな教室・大会を開催いたしました。  

       続きまして、公債費です。  

       公債費では、長期借入金の返済額は元金８億５，８５５万６，９１４円で、平

成３０年度借入総額は１１億６，３９３万５，０００円で、平成３０年度末現在

高は１１５億７，６５６万２，４３６円となりました。利子は長期借入金利子６，

０５３万９，３７９円と年度内に資金不足が生じたために一時借入を行った利子

１４万１，８４９円です。  

       予備費は、予算の範囲内で支出できましたので、充用はありませんでした。  

       災害復旧費です。災害復旧費は平成２９年７月４日から５日にかけての豪雨、

８月１７日から１８日にかけての豪雨及び９月１６日から１８日にかけての台風

１８号並びに平成３０年７月豪雨により被災した農地・農業用施設の復旧工事に

要した費用です。  

       次に、調定額に対する収入未済額につきましては、１億１，５５２万６，２０

３円、対前年度比２，１０３万５，４２０円の減となりました。  

       なお、資料の２４ページから３３ページに、町税の使用料の収納状況や不納欠

損等の状況について、資料を添付しておりますので、ご参照ください。  

       １３ページです。  

       不用額につきましては、２億７，９３３万６，５１１円で、資料の１８ページ
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から２３ページには節別に２０万円以上の不用額の詳細説明をしておりますので、

お目通しお願いいたします。  

       １４ページの左側には、前年度歳出決算額との比較表、右側には全会計の給与

費明細書をお示しいたしております。  

       １５ページには、項別の歳入の決算表、１６ページは、項別の歳出の決算表を

お示しいたしております。  

       １７ページは、基金の状況でございます。  

       基金全体につきましては、平成３０年度末の基金の合計は、２２億８，８５７

万６，１０６円です。このうち一般会計は左側の表で、平成３０年度末で１６億

１，９７１万３２円となっております。  

       以上で、議案第５１号の説明を終わらせていただきます。  

       引き続きまして、議案第５２号、国民健康保険事業特別会計決算概要につきま

して、ご説明いたします。  

       決算書の国民健康保険事業特別会計の４２ページをお願いいたします。実質収

支に関する調書でございます。  

       歳入総額１９億８，８９３万２，２３５円、歳出総額１９億５，３３９万８，

５３６円、差引額、実質収支額ともに３，５５３万３，６９９円で、うち２万円

を繰越し、残り３，５５１万３，６９９円は、令和元年度で基金に積み立てをい

たしました。  

       ４３ページにつきましては、財政調整基金の保有を示しております。決算年度

末の現在高は７，７４６万４，９７８円でございます。  

       次に、議案第５２号資料で、概要説明をさせていただきます。  

       資料の１ページをお願いいたします。  

       上から４行目から朗読説明をいたします。  

       国民健康保険事業の財政運営は、増大する医療費や少子高齢化の進展による現

役世代の負担増、被保険者の年齢が高く、医療水準が高いこと等の構造的な要因

により、大変厳しい状況となっております。  

       平成３０年度における制度改正の主なものは、課税限度額の見直し、軽減判定

所得基準額の見直し、７０歳以上の高額医療費に係る自己負担限度額の見直しな

どです。  

       平成３０年度の国民健康保険事業特別会計は、財政運営主体が町から兵庫県に

移行したことにより、歳入においては県支出金を除く交付金等、歳出においては

後期高齢者支援金、介護納付金がなくなるなど、構成が大きく変わり、会計の総

額が前年度と比較して大きく減少しました。  

       １世帯当たりの保険税年額が１４万９，８７１円、１人当たりの保険税年額は

９万１，４４５円となりました。保険給付費、医療費は、歳出全体の６７．３％

を占めています。対前年度比伸び率は３．９％減となり、被保険者数の減少に伴

い、保険給付費全体としては減少傾向にありますが、１人当たり医療費は増加し

ています。  

       保健事業費については、第３期福崎町特定健康診査等実施計画に基づき、特定

健康診査、特定保健指導を実施し、健診受診率の向上と生活習慣病の予防に努め

るとともに、第２期福崎町データヘルス計画に沿った効率的な保健事業を実施し

ました。特定健康診査については多くの人に受診していただけるよう、健診申込

書を各世帯に郵送し、土・日曜日に実施する休日健診や医療機関で行う個別健診

を実施するとともに、健診未受診者に対する受診勧奨に取り組みました。本年度

の特定健康診査の受診者数は、集団健診１，１１３人、個別健診１１１名、計１，
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２４４人で、受診率は３８．９％、前年度に比べ０．８％上昇しました。平均被

保険者数は４，０４５人、うち３６人が退職者医療給付対象者です。  

       資料２ページには、２０万円以上の不用額及び保険税収納状況、３ページから

６ページは、決算勘定表、税賦課状況について、お示ししております。  

       続きまして、議案第５３号につきましてご説明をいたします。  

       決算書の、後期高齢者医療事業特別会計の２２ページをお開きをお願いいたし

ます。  

       実質収支に関する調書でございます。  

       歳入総額２億６，３７５万１，４３３円、歳出総額２億５，９０５万８，４０

６円、差引額、実質収支ともに４６９万３，０２７円です。  

       次に、議案第５３号資料で、概要の説明をさせていただきます。  

       議案第５３号資料の１ページをお願いいたします。  

       上から７行目から、朗読説明いたします。  

       平成３１年３月末の被保険者数は２，７０２人で、町は兵庫県後期高齢者医療

広域連合により定められた保険料を徴収し、所得が低い方の保険料軽減分等に係

る保険基盤安定納付金とあわせて広域連合へ納付します。  

       保険料率は、兵庫県内では原則均一で２年ごとに改定され、平成３０、３１年

度については均等割額は４万８，８５５円、所得割は１０．１７％、賦課限度額

は６２万円です。  

       歳入は、保険料や一般会計からの繰入金等で、繰入金は人件費や事務費、保険

基盤安定負担金です。  

       歳出は、人件費のほか、事務費等の経費、後期高齢者医療広域連合納付金で保

険料と保険基盤安定納付金を納付しました。  

       資料２ページ、３ページには、２０万円以上の不用額及び保険料収納状況など

につきまして、お示ししておりますので、ご参照をお願いします。  

       次に、議案第５４号資料につきまして、ご説明をいたします。  

議    長  議案説明の途中ですけども、休憩をしたいと思います。  

       再開は１３時といたします。  

◇ 

休憩 午前１１時５８分  

再開 午後 １時００分  

◇ 

議    長  会議を再開いたします。  

       日程第１２、議案第５４号、平成３０年度福崎町介護保険事業特別会計歳入歳

出決算認定についてからお願いします。  

会 計 管 理 者 それでは、議案第５４号につきまして、ご説明させていただきます。 

       決算書の介護保険事業特別会計の４６ページをお願いいたします。  

       実質収支に関する調書でございます。  

       歳入総額が１６億６，８４６万４，９６５円、歳出総額は１６億５，０１９万

８，１６４円、差引額、実質収支とも１，８２６万６，８０１円で、うち２万円

を繰越金とし、残り１，８２４万６，８０１円を、令和元年度で基金に積み立て

いたしました。  

       ４７ページにつきましては、財政調整基金の保有をお示ししております。決算

年度末の現在高は３，８８０万１，０９６円でございます。  

       続きまして、議案第５４号資料で、概要の説明をさせていただきます。  

       議案第５４号資料の１ページをお開き願います。  
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       ４行目から朗読させていただきます。  

       介護保険制度が平成１２年に施行され１８年が経過し、平成３０年度は第７期

事業計画の初年度となりました。第７期事業では、第６期に引き続き、高齢者が

いつまでも健康で生き生きと生活を送ることができる介護予防対策の推進、高齢

者がみずからの選択に基づき、自立した質の高い生活が送れる介護サービス提供

体制の充実を図り、安心して安定的にサービスが利用できるように努めました。  

       第７期の主な改正点として、第７期介護保険料は、在宅サービスの利用増と地

域密着型サービス事業所の増設を見込み、基準月額を５，２４０円から５，７８

０円といたしました。また、消費税率引き上げによる公費を投入して低所得者の

保険料の軽減割合を拡充し、保険料基準額に対する第１段階の割合を５０％から

４５％に引き続き軽減いたしました。所得段階は第５期の第７段階から、第６期

以降は負担能力に応じた保険料設定となるよう課税層の所得段階を多段階化し、

１０段階に設定いたしました。そのうち、平成３０年４月から第７段階及び第８

段階の基準所得金額を１０万円ずつ引き上げをいたしました。利用者自己負担割

合は、所得水準にかかわらず原則１割ですが、平成２７年８月から所得等に応じ

た負担割合となり、６５歳以上で一定以上の所得のある方は、２割に引き上げに

なりました。さらに平成３０年８月からは、現役並み所得者について、負担割合

が３割に引き上げられました。  

       平成３０年度の介護保険給付費は１４億９，７００万９，３９４円となり、対

前年度比４．４％増加し、サービス別介護保険給付費では、通所介護、訪問介護、

訪問看護等の居宅サービス費が対前年度比３．５％増、地域密着型サービス費は

対前年度比８．３％増、施設サービス費は対前年度比２．９％増となりました。  

       地域支援事業では、総合事業の訪問型、通所型事業として、要支援者と事業対

象者に対し、指定事業所が行う現行相当のサービス、または直営や委託先事業所

が行う多様なサービスを利用者の同意のもと、提供いたしました。  

       生活支援体制整備事業は、社会福祉協議会と共同で各自治会単位の地域支え合

い会議、各自治会福祉担当者による我が事会議を開催いたしました。  

       資料２ページから６ページにつきましては、２０万円以上の不用額及び保険料

収納状況、月別の給付状況等につきましてお示しいたしておりますので、ご参照

お願いいたします。  

       以上、特別会計３議案につきまして一括説明をさせていただきました。よろし

くご審議賜り、認定いただきますよう、お願いいたします。  

 

日程第１３ 議案第５５号  平成３０年度福崎町水道事業会計決算認定について  

日程第１４ 議案第５６号  平成３０年度福崎町工業用水道事業会計決算認定について  

日程第１５ 議案第５７号  平成３０年度福崎町下水道事業会計決算認定について  

 

議    長  日程第１３、議案第５５号、平成３０年度福崎町水道事業会計決算認定につい

てから、日程第１５、議案第５７号、平成３０年度福崎町下水道事業会計決算認

定についてまでの計３件を一括議題といたします。  

       各議案に対する詳細なる説明を求めます。  

上下水道課長  議案第５５号、議案第５６号及び議案第５７号について、ご説明申し上げます。  

       この３議案につきましては、地方公営企業法第３０条第４項の規定に基づき、

平成３０年度の水道事業会計、工業用水道事業会計並びに下水道事業会計の決算

について、議会の認定をお願いするものです。  

       議案第５５号、水道事業会計決算から説明申し上げます。  
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       議案書の１、２ページをお開きください。  

       水道事業決算報告書です。この報告書は、予算に対する執行実績を示したもの

で、消費税込みで表示しています。  

       まず、収益的収入及び支出です。収入は、１款、水道事業収益、予算額４億６，

１４７万円、決算額４億６，４６３万８，２４３円、予算額と比較して３１６万

８，２４３円の増であります。各項の決算額は、１項、営業収益３億４，１６６

万３，９０８円、２項、営業外収益１億１，８７９万４，７３５円、３項、特別

利益４１７万９，６００円。  

       支出は、１款、水道事業費用、予算額４億３，２９０万円、決算額４億１，５

８８万１，２７５円、不用額は１，７０１万８，７２５円となりました。各項の

決算額は、１項、営業費用３億９，８８２万２，７６３円、２項、営業外費用１，

３５５万４，１８５円、３項、特別損失３５０万４，３２７円です。  

       ３、４ページは資本的収入及び支出です。  

       収入は、１款、資本的収入、予算額１億２，０９０万円、決算額１億１，８９

９万９，４７０円、予算額と比較して１９０万５３０円の減となりました。各項

の決算額は、１項、出資金８，８５０万円、２項、補助金１，９３５万６，０３

０円、３項、工事負担金１，１１４万３，４４０円であります。  

       支出は、１款、資本的支出、予算額４億７，６２４万円、決算額４億３，１８

２万７，３７９円、翌年度への繰越額１０４万２，２００円で、不用額は４，３

３７万４２１円となりました。各項の決算額は、１項、建設改良費４億１，１２

５万４，２８０円、２項、固定資産購入費２４７万６，１６０円、３項、企業債

償還金１，８０９万６，９３９円です。  

       なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額３億１，２８２万７，９０９

円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額２，８３３万３，６９０

円と、過年度分損益勘定留保資金４，４６６万９，２９３円、建設改良積立金２

億３，９８２万４，９２６円で補塡しました。  

       次に、決算の概要を説明申し上げます。１３ページをお開きください。  

       本年度の給水量は２５４万６，８５０立米で、前年度比２．２％の増。給水収

益は３億５５４万８，９６８円（税抜）で、２．８％の増となりました。  

       しかしながら、工業団地の老朽管更新工事や舗装本復旧工事に伴う減価償却費

の増加、水道事業ビジョン・経営戦略を策定したことから営業費用が増加し、営

業損失は前年度と比べ１０．２％の増となりました。また、営業外収益では、長

期前受金戻入が減少したため、経常利益は前年度と比べ４１．９％の減となりま

した。なお、福田水源地整備工事の瑕疵修補工事に伴う損害賠償金を特別利益で、

瑕疵修補に係る工事費と弁護士費用を特別損失で計上しました。  

       建設改良事業では、工業団地配水池更新工事を実施し、耐震性を備えたＳＵＳ

製配水池に更新、その他、企業団地の舗装本復旧も完了しました。また、福崎駅

周辺整備事業に伴う配水管布設工事は、同事業の進捗にあわせながら施工したた

め、繰越事業となりました。委託業務では、水道事業ビジョン・経営戦略を策定

し、水道事業における今後１０年間の重点施策を設定しました。  

       なお、議案第５５号資料の１、２ページに、水道料金及び送配水量の表を添付

していますので、ご参照ください。  

       １５、１６ページは、建設改良工事の契約内容を、１７、１８ページは給水工

事や保全工事など、１９ページは業務量となっています。  

       ①の給水戸数は８，１０４戸で、前年度から６０戸の増、③の総配水量は２６

４万９，９１９立米で、有収率は９６．１％であります。  
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       ２０ページには事業収入、２１ページには事業費用を取りまとめています。そ

の下の給水原価は１立米当たり１５８円８９銭、長期前受金戻入を控除した給水

原価は１２２円０６銭、供給単価は１立米当たり１１９円９７銭となりました。  

       ２３ページは、企業債の概要です。  

       本年度発行はなく、償還額１，８０９万６，９３９円、年度末残高は９億８，

９１５万６，４０５円となりました。  

       ２４ページは、キャッシュ・フロー計算書です。  

       当年度純利益２，０５１万４，３７５円、４の資金増減額は２億２，００６万

３，９１５円のプラスで、６の資金期末残高は１１億８，７４３万４，１１５円

となりました。  

       ２５ページからは収益費用明細書です。  

       まず、収益では、水道事業収益は４億２，７３１万７，３３７円、営業収益は

３億１，６５２万７，６９５円で、主なものは、水道料金３億５５４万８，９６

８円、受託工事収益、手数料などでございます。営業外収益は１億６９１万９，

６４２円で、主なものは、一般会計からの負担金、長期前受金戻入、加入分担金

です。  

       ２６ページは特別利益で、福田水源地の損害賠償金を計上しています。  

       ２７ページは費用です。  

       水道事業費用は４億６８０万２，９６２円で、うち営業費用は３億９，０００

万３，９３９円です。主なものは、原水及び浄水費では水源地動力費、配水及び

給水費では、２８ページの県水受水費などでございます。総係費は３，８８９万

１，４２６円で、主なものは職員の給料と委託料１，０４７万６３８円です。こ

れは、水道事業ビジョン・経営戦略策定に係る委託料などでございます。  

       ２９ページでは減価償却費が１億９，３０３万７，４６６円、資産減耗費の２，

５４６万５，３９６円については、工業団地配水池更新工事に伴い除却した旧配

水池の残存価格分などとなります。  

       営業外費用は、支払利息１，２１８万８，７３５円など、特別損失では、福田

水源地瑕疵修補工事及び弁護士費用です。  

       次に、３０ページは、資本的収入及び支出の明細書です。  

       資本的収入は１億１，８９９万９，４７０円で、内訳は工業団地配水池更新工

事に伴う一般会計からの出資金８，８５０万円、国庫補助金１，８４４万円、給

水工事の負担金などでございます。  

       ３１ページ、資本的支出は４億１２３万４，４６９円、内訳は工業団地配水池

更新工事など建設改良費で、３億８，０７９万１，０００円、固定資産購入費で

は工業団地配水池の敷地拡張に係る用地代と軽四１台などの購入代２３４万６，

５３０円、その他、企業債償還金１，８０９万６，９３９円です。  

       ３２ページは固定資産明細書、３３ページは企業債明細書です。  

       次に、５ページにお戻りください。  

       損益計算書です。税抜での表示です。  

       営業収益は、給水収益からその他営業収益までの合計３億１，６５２万７，６

９５円、営業費用は、原水及び浄水費から資産減耗費までの合計３億９，０００

万３，９３９円、営業損失はマイナス７，３４７万６，２４４円で、前年度比、

約６８０万円損失が増えました。  

       営業外収益は、受取利息及び配当金から雑収益までの合計１億６９１万９，６

４２円。営業外費用は、支払利息と雑支出を合わせて１，３５５万４，１８５円

です。差し引き、営業外利益は９，３３６万５，４５７円で、経常利益は１，９
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８８万９，２１３円となり、前年度比で約１，４３０万円の減となりました。  

       特別利益３８７万円、特別損失は３２４万４，８３８円で、差し引きの特別利

益６２万５，１６２円と経常利益を合わせた当年度純利益は２，０５１万４，３

７５円となりました。これに前年度繰越利益剰余金１億１，３３７万１８８円、

建設改良積立金から取り崩したその他未処分利益剰余金変動額２億３，９８２万

４，９２６円を加えた当年度未処分利益剰余金は３億７，３７０万９，４８９円

となりました。  

       ６ページは、剰余金計算書です。  

       まず、資本金処分後残高に一般会計からの出資金８，８５０万円を受け入れた

ことにより、当年度末残高は１６億３，７１９万９，４６０円となりました。資

本剰余金４億３，５１４万９，４８１円については、変動ありません。  

       利益剰余金では、建設改良積立金を２億３，９８２万４，９２６円取り崩し、

当年度末残高は２億８，２９８万１，４１０円となり、未処分利益剰余金は損益

計算書のとおり３億７，３７０万９，４８９円で、利益剰余金合計は７億４，１

０４万４，０７５円となりました。そして、資本合計は当年度末残高２８億１，

３３９万３，０１６円となりました。  

       ７ページは剰余金処分計算書（案）です。  

       当年度未処分利益剰余金３億７，３７０万９，４８９円のうち、建設改良積立

金の２億３，９８２万４，９２６円を処分して資本金へ組み入れ、処分後残高を

１億３，３８８万４，５６３円としたいと考えております。  

       ９ページは貸借対照表です。税抜での表示です。  

       資産の部、固定資産は、有形固定資産と無形固定資産の合計５２億８，２２３

万４０５円、前年度比約１億８，２００万円の増となりました。  

       詳細は、３２ページ固定資産明細書並びに議案第５５号資料５から９ページを

ご参照ください。  

       流動資産合計は１２億２，９６４万４，６４４円で、資産合計は６５億１，１

８７万５，０４９円、前年度比、約４億２，５３７万円の増となりました。  

       １０ページは負債の部で、固定負債は企業債９億７，０３０万４４６円、流動

負債は、１年以内に償還する企業債からその他流動負債を合わせた合計４億７，

４０１万４，８５２円、繰延収益合計は２２億５，４１６万６，７３５円で、負

債合計は３６億９，８４８万２，０３３円、前年度比約３億１，６００万円の増

となりました。  

       資本の部は、資本金１６億３，７１９万９，４６０円と資本剰余金合計及び１

１ページの利益剰余金で、資本合計は２８億１，３３９万３，０１６円、前年度

比、約１億９００万円の増となりました。  

       以上、議案第５５号の説明とさせていただきます。  

       続きまして、議案第５６号について説明申し上げます。  

       工業用水道事業会計決算書１、２ページをお開きください。  

       決算報告書です。税込での表示です。  

       まず、収益的収入及び支出です。  

       収入は、１款、工業用水道事業収益、予算額４，９４０万円、決算額４，９９

６万８，６３０円、予算額と比較して５６万８，６３０円の増であります。  

       各項の決算額は、１項、営業収益３，６７１万９，９４０円、２項、営業外収

益１，３２４万８，６９０円です。  

       支出は、１款、工業用水道事業費用、予算額４，８４７万８，０００円、決算

額４，４７４万６，１５４円、不用額３７３万１，８４６円となりました。  
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       各項の決算額は、１項、営業費用４，１３０万４，５７７円、２項、営業外費

用３４４万１，５７７円です。  

       ３、４ページは資本的収入及び支出です。  

       収入はありません。  

       支出は、１款、資本的支出、予算額５６０万円、決算額３７６万６，３９９円、

不用額１８３万３，６０１円となりました。  

       各項の決算額は１項、建設改良費１３７万２，６８０円、２項、企業債償還金

２３９万３，７１９円となりました。なお、資本的収入額が資本的支出額に不足

する額３７６万６，３９９円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整

額３７６万６，３９９円で補塡しました。  

       次に、概要の説明を申し上げますので、１３ページをお開きください。  

       本年度の契約水量は昨年度と変わらず１，８９０立米／日で、給水量は６２万

６，４２８立米で、前年度比６．１％の増、給水収益は３，３８８万１，９７０

円で、８．７％の増となりました。そして、経常利益は前年度比４９．８％と大

幅に増加しました。  

       建設改良事業では、企業団地の舗装本復旧工事が完了しました。有収率は、９

８．７％です。  

       議案第５６号資料１、２ページには、工業用水道料金及び使用水量に係る資料

を添付していますので、ご参照ください。  

       １５ページは建設改良工事の契約内容、１６ページは業務量です。１７ページ

は事業収入及び事業費用を取りまとめています。また、給水原価は１立米当たり

６７円１０銭、長期前受金戻入を控除した給水原価は４６円４０銭、供給単価は

５４円０９銭となりました。  

       １８ページは企業債の概要で、本年度発行はなく、償還額２３９万３，７１９

円、年度末残高は２億６，６３１万９，２３３円となりました。  

       １９ページは、キャッシュ・フロー計算書です。  

       当年度純利益は５１２万７０９円、４の資金増減額は８１９万５，９６２円の

プラスで、６の資金期末残高は１億２５３万２７３円となりました。  

       ２０ページからは、収益費用明細書です。  

       収益は、工業用水道事業収益が４，７２４万８，６４２円、営業収益は３，３

９９万９，９５２円で、水道料金と受託工事収益です。  

       営業外収益は１，３２４万８，６９０円で、主なものは、長期前受金戻入です。  

       ２１ページからは、費用です。  

       工業用水道事業費用は４，２１２万７，９３３円、営業費用は４，０５８万１，

６５６円で、主なものは、送水及び配水費。  

       ２２ページの減価償却費、営業外費用は支払利息１５４万６，２７７円です。  

       ２３ページからは、資本的収入及び支出明細書です。  

       資本的収入はなし。  

       ２４ページの資本的支出は３６６万４，７１９円で、建設改良費と企業債償還

金です。  

       ２５ページは固定資産明細書、２６ページは企業債明細書を記載しています。  

       次に、決算書５ページにお戻りください。損益計算書です。税抜での表示です。  

       営業収益は、給水収益と受託工事収益で合計３，３９９万９，９５２円、営業

費用は、送水費及び配水費から減価償却費までの合計４，０５８万１，６５６円

で、営業損失はマイナス６５８万１，７０４円となりました。  

       営業外収益は、受取利息及び配当金から雑収益までの合計１，３２４万８，６
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９０円、営業外費用は支払利息で、差し引き営業外利益は１，１７０万２，４１

３円、経常利益は５１２万７０９円となりました。当年度純利益は経常利益と同

額で、これに前年度繰越利益剰余金２，９３３万１，３１３円を加え、当年度未

処分利益剰余金は３，４４５万２，０２２円となりました。  

       ６ページは剰余金計算書です。  

       資本金５，０９５万２，８１４円、資本剰余金１億５，５５６万７，１１１円

は、前年度と変動ありません。  

       利益剰余金合計は利益積立金、建設改良積立金、未処分利益剰余金を合わせ、

当年度末残高は６，５７０万９，４１５円、資本合計は２億７，２２２万９，３

４０円となりました。  

       ７ページは剰余金処分計算書（案）です。  

       当年度未処分利益剰余金３，４４５万２，０２２円については、処分して積み

立てることなく、次年度に繰り越ししたいと考えています。  

       ９ページは貸借対照表です。税抜での表示です。  

       資産の部、固定資産は有形固定資産で、土地から車両運搬具まで合計７億８，

１８９万８，６５３円、前年度比で約１，９７０万円の減となりました。  

       詳細につきましては、２５ページ固定資産明細書並びに議案第５６号資料の３

から６ページをご参照ください。  

       流動資産は、現金預金の１億２５３万２７３円、資産合計は８億８，５８３万

４，９５６円で、前年度比約１，０００万円の減となりました。  

       １０ページは負債の部で、固定負債は企業債２億６，３８９万９，１１０円、

流動負債合計は５８０万４，８５７円、繰延収益合計は３億４，３９０万１，６

４９円、負債合計は６億１，３６０万５，６１６円で、前年度比で約１，５２０

万円の減となりました。  

       資本の部は、資本金５，０９５万２，８１４円と資本剰余金及び利益剰余金で、

資本合計は２億７，２２２万９，３４０円、前年度比で約５１０万円の増となり

ました。  

       以上、議案第５６号の説明とさせていただきます。  

       続きまして、議案第５７号について、説明申し上げます。  

       下水道事業会計決算書１、２ページをお開きください。  

       下水道事業決算報告書です。税込での表示です。  

       まず、収益的収入及び支出です。  

       収入は、１款、下水道事業収益、予算額１０億４，１４０万円、決算額１０億

５，１４８万６，１１４円、予算額と比較して１，００８万６，１１４円の増で

あります。  

       各項の決算額は、１項、営業収益３億７，７１０万１，０４１円、２項、営業

外収益６億７，４３８万５，０７３円、３項、特別利益ゼロです。  

       支出は、１款、下水道事業費用、予算額１０億４，１０７万６，０００円、決

算額１０億２，５９３万８，６９７円、不用額は１，５１３万７，３０３円とな

りました。  

       各項の決算額は、１項、営業費用８億５，５２３万７，４０９円、２項、営業

外費用１億７，０７０万１，２８８円。なお、減価償却費に充てるため、下水道

事業基金を４，０７０万円取り崩し、３９３万６，１２５円を積み立てました。  

       ３、４ページは資本的収入及び支出です。  

       収入は、１款、資本的収入、予算額４億３，９２０万円、決算額３億９７３万

８，９２０円、予算額と比較して１億２，９４６万１，０８０円の減となりまし



－35－ 

た。 

       各項の決算額は、１項、企業債１億８，２３０万円、２項、出資金３，３５０

万円、３項、補助金６，７００万円、４項、負担金２，６９３万８，９２０円、

５項、基金取崩収入ゼロであります。  

       支出は、１款、資本的支出、予算額８億５，１３５万７，０００円、決算額７

億１，０８２万１，３５４円、翌年度への繰越額１億３，５８０万円で、不用額

は４７３万５，６４６円となりました。  

       各項の決算額は、１項、建設改良費１億７，８７６万９，３７３円、２項、固

定資産購入費２２万５，１２６円、３項、企業債償還金５億３，１８２万６，８

５５円、４項、基金積立金支出ゼロです。  

       なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額４億１０８万２，４３４円は、

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５１５万２，７４３円、過年度

分損益勘定留保資金９，１５９万９，０５５円、当年度分損益勘定留保資金３億

４３３万６３６円で補塡しました。  

       次に、決算の概要を説明申し上げます。  

       １３ページをお願いします。  

       平成３０年度末の処理状況は、処理区域内人口１万８，９００人、水洗化率７

９．１％で、昨年度比０．８ポイントの増となりました。年間総処理水量は１４

ページの表に記載のとおり、２１９万４，０９１立米で、有収水量は昨年度比３．

８％の増、使用料収入は３億２，８５０万５，８７０円で、４．５％の増となり

ました。処理経費等を含めた営業費用も３．２％の増となりました。今年度は、

下水道未接続の家屋を対象に下水道水洗化普及員による戸別訪問を実施しました。

また、公営企業会計への以降から３年が経過しました。  

       建設改良事業は、汚水施設整備では、福崎企業団地舗装本復旧工事が完了、長

目地区コミュニティプラント施設を公共下水道へ統合するため、長目地区下水道

管敷設工事を実施しました。この事業は、繰越事業として進めています。  

       雨水排水施設整備では、川端雨水幹線工事を実施し、全区間の整備が完了しま

した。川すそ雨水幹線工事は、昨年度に引き続き実施し、あわせて上流部の詳細

設計に取り組みました。さらに福田地区の浸水被害を軽減するため、直谷第２雨

水幹線整備の事業化に向けた下水道事業計画の変更手続を行いました。  

       処理場改良事業は、福崎浄化センターの長寿命化を図るため、ストックマネジ

メント計画の策定に着手しました。  

       議案第５７号資料では、１、２ページに下水道使用料及び処理水量の表を添付

していますので、ご参照ください。  

       １６、１７ページは建設工事の契約内容、１８、１９ページは保全工事を、２

０ページからは業務量で、各項目において全体と公共・農集排・個別排水ごとの

数値を記載しています。  

       人口ベースの水洗化率は７９．１％、接続戸数ベースの接続率は７８．７％、

有収率は９８．２％となりました。  

       ２１ページは事業収入、２２ページは事業費用となっています。下段には、汚

水処理原価１立米当たり４５０円、使用料単価は１５２円となりました。  

       ２４ページは企業債の状況です。今年度発行額１億８，２３０万円、償還額５

億３，１８２万６，８５５円で、年度末残高は１００億４，５２９万７，２５０

円となりました。  

       ２５ページは、キャッシュ・フロー計算書です。  

       当年度純利益２，３３９万２，０４５円、４の資金増減額は、マイナス１億１，
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０３１万５，９６７円、６の資金期末残高は１億２，７０９万７，８１２円とな

りました。  

       ２６ページからは、収益費用明細書です。  

       下水道事業収益は１０億２，５４０万１，５６３円、営業収益は３億５，１０

１万７，１３１円で、主なものは、下水道使用料３億２，８５０万５，８７０円、

雨水整備事業に係る一般会計からの負担金などです。  

       営業外収益は６億７，４３８万４，４３２円で、主なものは汚水事業に係る一

般会計負担金や補助金及び長期前受金戻入などです。  

       次に２７ページは費用です。  

       下水道事業費用は１０億２００万９，５１８円で、うち営業費用は８億４，１

３３万４，０３０円で、内訳は管渠費、処理場費、総係費や２９ページの減価償

却費などでございます。  

       営業外費用は、企業債の支払利息などです。  

       ３０ページからは、資本的収入及び支出の明細書です。  

       資本的収入は３億９７３万８，９２０円で、内訳は、企業債１億８，２３０万

円、一般会計からの出資金３，３５０万円、国庫補助金６，７００万円、負担金

となっています。  

       ３１ページ、資本的支出は６億９，８７１万１７３円、内訳は、建設改良費で

は汚水及び雨水の管路整備費や処理場改良費、そして、次のページの企業債償還

金などです。  

       ３３ページは固定資産明細書、３５ページからは企業債明細書で、全体の未償

還残高は４６ページの１００億４，５２９万７，２５０円です。  

       ４８ページは各セグメントごとの情報を記載しています。  

       次は、５ページにお戻りください。損益計算書です。税抜での表示です。  

       営業収益は、下水道使用料からその他営業収益までの合計３億５，１０１万７，

１３１円、前年度から約１，７００万円の増となりました。営業費用は、管渠費

から資産減耗費までの合計８億４，１３３万４，０３０円、営業損失はマイナス

４億９，０３１万６，８９９円となり、前年度から約９１０万円損失が増えまし

た。 

       営業外収益は、受取利息及び配当金から雑収益までの合計６億７，４３８万４，

４３２円、営業外費用は、支払利息など１億６，０６７万５，４８８円、差し引

き、営業外利益は５億１，３７０万８，９４４円、経常利益は２，３３９万２，

０４５円となり、前年度比約５２０万円の減となりました。  

       特別利益は、ありません。  

       当年度純利益は、２，３３９万２，０４５円で、当年度未処分利益剰余金は、

前年度繰越利益剰余金と合わせ、２，８４７万４，８５３円となりました。  

       ６ページは、剰余金計算書です。  

       当年度末残高は、資本金では一般会計からの出資金を受け入れ、８億２，０７

１万６６３円、資本剰余金合計は３億６，０４１万９，２４０円となりました。

利益剰余金合計は、繰越利益剰余金に当年度純利益を合わせ、２，８４７万４，

８５３円、資本合計は１２億９６０万４，７５６円となりました。  

       ７ページは剰余金処分計算書（案）です。  

       当年度未処分利益剰余金２，８４７万４，８５３円については、積み立てず繰

越利益剰余金として繰り越したいと考えております。  

       ９ページは、貸借対照表です。税抜での表示です。  

       資産の部、固定資産は、有形固定資産で土地から建設仮勘定まで合計１８１億
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４，５０４万４，１９７円、固定資産合計１８４億１，２０６万３，６９６円、

前年度と比較しまして約４億８，１００万円の減となりました。詳細は３３ペー

ジ固定資産明細書並びに議案第５７号資料、５から９ページをご参照ください。  

       流動資産合計は、２億１，６２４万１，２７２円で、資産合計は１８６億２，

８３０万４，９６８円、前年度比で約５億１，４００万円の減となりました。  

       １０ページは負債の部で、固定負債は企業債９４億９，１７４万１，６６２円、

流動負債合計は６億５，９７８万３２２円、繰延収益合計は７２億６，７１７万

８，２２８円、負債合計は１７４億１，８７０万２１２円で、前年度比で約５億

７，１００万円の減となりました。  

       資本の部は、資本金８億２，０７１万６６３円と資本剰余金及び１１ページの

利益剰余金で、資本合計は１２億９６０万４，７５６円となり、前年度比で約５，

７００万円の増となりました。  

       以上、平成３０年度下水道事業会計の決算内容であります。  

       ３議案とも、よろしくご審議賜り、認定いただきますよう、お願いします。  

議    長  平成３０年度全会計の決算につきましては、先般、監査委員による決算審査が

行われ、その意見書が提出されております。  

       決算審査意見書について、監査委員の説明を求めます。  

代表監査委員  それでは、平成３０年度福崎町決算審査意見書について、ご説明申し上げます。  

       意見書は、一般会計、特別会計、基金運用状況で１部、それと公営企業会計に

ついて１部、健全化判断比率及び資金不足比率について１部、合計３部提出して

おります。  

       初めに、一般会計、特別会計、基金運用状況についてご説明申し上げます。  

       この意見書の一般会計、特別会計等の資料の１ページをごらんください。  

       審査の対象はそこに書いてありますとおり、福崎町一般会計歳入歳出決算等５

項目でございます。審査の実施日は、令和元年８月２日、５日、６日、７日、８

日で５日間でございます。  

       審査の結果、審査に付された各会計決算書等の記載事項は、法令に適合してお

り、係数は正確であると認めました。なお、事務処理はその一部について定期監

査等で指摘しておりますものの、おおむね良好であると認めました。また、基金

は、その設置目的に沿って運用されており、係数は正確であると認められました。  

       ２ページ以降、１７ページまでに決算の概要を記載しておりますけれども、こ

れは会計管理者の説明と重複いたしますので、説明は省略させていただきまして、

またごらんいただきたいと思っております。  

       次に意見ですけれども、その審査報告書の１８ページをお開きください。  

       まとめの前段のところは全体的な状況ですので、省略させていただきまして、

町税について、まずご説明申し上げます。その町税の項目についての下から８行

目あたりからの記載でございますけれども、平成３０年度においては個人町民税

の給与特別徴収を県下一斉に行ったこともあって、現年度分の徴収率は上昇して

おります。滞納繰越分につきましては、滞納管理システムを活用しての整理事務

の効率化を図っております。また、平成３０年度も、これは平成３０年度で最終

となると聞いておりますけれども、兵庫県の個人住民税整理回収チームの派遣を

受け入れ、滞納整理や滞納処分などのノウハウを得るなど積極的な取り組みを行

っていただきました。その結果、町税の徴収率は昨年より０．４ポイント増加し、

９６．７％となっております。しかし、これによって多くの滞納が解消されてお

りますけれども、依然として高額滞納など、即解消が困難な事例が残っておりま

す。そのような事例におきましても、前年度よりも少しでも改善ができるよう、
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今後も引き続き、効率的かつ効果的な徴収に取り組まれるように期待いたします。  

       次に、１９ページをごらんください。  

       収入未済、不納欠損についてですが、ここに記載しておりますとおり、その両

方を合わせた収入未済額は２億７００万円余りということになっております。一

般会計の収入未済額は１億１，５５２万６，０００円余りと、前年に比べ２，１

００万円ほど減少しております。そのうち、町税にかかる収入未済額は、９，６

４３万４，０００円余りでございます。特別会計３会計の国保、後期高齢、介護

の収入未済額は９，２３４万８，３３６円で、前年に比べて２，０００万円余り

減少しております。一般会計と特別会計を合わせた不納欠損額は１，７５５万５，

５８９円でございます。一般会計の不納欠損額は１，２４４万３，５２４円で、

前年に比べて３７２万２，７４３円増加しておると、これが現状でございまして、

滞納解消には、日々の徴収努力として全庁的な滞納者情報の共有体制、滞納者に

対する強い徴収意思表示が不可欠でございます。本町におきましては、滞納管理

システムを駆使した債権管理を実施し、職員の不断の努力により、収入未済額は

減少傾向にございます。平成３０年度をもって、先ほど申しましたけれども、兵

庫県からの整理回収チームの派遣は終了しますが、これまでに得た実践的なノウ

ハウを生かして、今後も引き続き債権管理条例に基づく適切な不納欠損処分を円

滑に進めるなど、収入未済額にかかる債権を効率的に管理するように努めてくだ

さい。  

       ３番目、個々の事業執行につきまして、本町においては、第５次総合計画を推

進するため、目指そう値を掲げてさまざまな事業を展開されておりますけれども、

これについて、継続的に実施されている事業につきまして、年度ごと、また行事

ごとの詳細な分析、検証や、まとめが行われずに、同じやり方でずっと流れてい

るような状況がないのかなというようなところが散見されたように見受けられま

した。個々の事業執行におきましては、事業目的を明確に設定するとともに、そ

れぞれの職員が収支感覚を持ち、費用対効果等を意識しながら、責任を持って町

政に取り組まれるよう、要望いたします。また、予算執行者におきましては、事

業執行に要する経費について、最少の経費で最大の効果を上げるという基本原則

に鑑みて予算設定をし、事業の目標値と現状の実績を勘案して、効率的な指導や

助言、また必要に応じて各種行事、会議、組織や事業等の統合、廃止を含めた見

直しを行うなど、指導的役割を果たされることを期待いたしております。  

       ４番目ですけども、歳計現金の取り扱いについて。これは、これまでの監査等

でも指摘しておったんですが、出納員が町税や使用料及び手数料などを預かった

場合、担当課において適切に保管し、可能な限り早急に歳計現金を保管する公金

通帳に入金することが必要ですけれども、公金通帳への入金が遅れているケース

が見受けられました。それぞれの部門において、環境は異なると思いますけれど

も、現金管理におけるリスクを低減させるという意味合いから努めていただきた

いなと思いました。  

       その次、２０ページをごらんください。  

       決算報告書及び関係書類につきましてということで、いろいろ書いております

けれども、これは内容的に間違っておるとかそんな意味では全くございません。

これほど大変な資料を作成するためには、応分の努力と苦労があると思いますけ

れども、ただ、今の資料としてはもうちょっと見やすいような表示、表現等がで

きないのかなということで、老婆心ながら書かせていただきました。例えば、決

算報告書の中で、項目と金額がずっと羅列されとんですけども、左の項目に対し

て、どの金額が右に該当するのかというところについて若干関連がわかるような
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線なり何なり入れていただくとか、それとか、歳出金額の款別の構成費等につき

ましては、何が何パーセント、何パーセントって文章で表現してあるんですけど、

できれば円グラフを使って一目瞭然でこれぐらいの比率になってるのかというよ

うな形が見えるとか、ちょっと細かいところなんですけども、決算報告書におき

ましてはそういうようなところについて今後ちょっと検討いただければというよ

うなことでご意見を申し上げております。  

       次に、公営企業会計ですけれども、別紙の公営企業会計の意見書の１ページを

ごらんください。  

       審査の期間は、令和元年８月７日でございます。  

審査の結果、審査に付された各公営企業会計決算、その他関係書類等は、い

ずれも地方公営企業法その他関係法令に準拠して作成されており、その係数は

正確であるということを確認いたしました。  

       各会計に対する意見ですけれども、１ページの水道事業会計というところの下

５行ほどのところに書いておりますけれども、水道事業では人口減少となる中、

安定した経営と安全で安心な水道水の供給を維持していくため、１０年間を計画

期間とする水道事業ビジョン・経営戦略を策定されております。計画の実現には、

毎年度の決算と計画との乖離を分析し、適切な見直しと効率的な経営をしていく

必要がございます。今後とも費用対効果とコスト縮減を意識しつつ、長期にわた

り持続可能な経営に努めていただきたいと思っております。  

       続きまして、２ページでございます。  

       工業用水道事業会計についてですけれども、これについては真ん中から以降ぐ

らいに書いておるんですけれども、工業用水道事業におきましても、水道事業と

同様に１０年間を計画期間とする経営戦略を策定しています。計画の実現には、

毎年度の決算と計画との乖離を分析し、適切な見直しと効率的な経営をしていく

必要がございます。この事業を取り巻く環境や今日の経済情勢の中では、給水収

益の大幅な増加は見込みがたいという状況でございますけれども、費用対効果と

コスト縮減を意識しつつ、長期にわたり持続可能な経営に努めていただきたいと

書いております。  

       ３番目、下水道事業会計に対する意見ですけれども、これもちょっと真ん中上

あたりからですけれども、収益率向上のためには下水道への接続率及び有収率を

向上させていくことが必要になります。平成３０年度には、事業報告でもありま

したとおり、下水道水洗化普及員による戸別訪問を行っていただいて、積極的な

接続推進活動に取り組まれ、接続戸数の増加も見られました。しかし、これを一

過性のものにせず、不断の努力により接続率及び有収率の向上に努めていただき

たいと考えております。  

       それと、長目地区のコミュニティプラント施設の公共下水への統合は次年度、

平成３１年度といいますか令和元年度といいますか、こちらに繰り越されました

が、統合に当たってはスムーズに移行できるよう入念な準備と事業実施後の確実

なフォローを要望します。７月ぐらいからでしたか、接続されたというようなこ

とをお聞きしとるんですけれども、今後も引き続き確実なフォローをよろしくお

願いしますということでございます。  

       それと、下水道事業の雨水事業につきましては、川すそ雨水幹線工事の着実な

進捗と直谷第２雨水幹線の早期事業化が求められています。それぞれに必要な整

備には確実に取り組みつつも、平成２８年度に作成した経営戦略に基づきまして

収益率を意識しつつ、経営の効率化やコスト縮減に努め、長期にわたり持続可能

な経営に努めてください。  
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       なお、各公営企業の業務実績等は、３ページから９ページに記載しております

けれども、これは後でご参照いただきたいと思います。  

       最後に３冊目の健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書ですけれども、こ

の意見書の１ページをごらんください。  

       審査の期間は、令和元年８月８日でございます。  

       審査の結果、審査に付された健全化判断比率は法令の規定に従って適正に算定

されておりました。また、算定の基準となる事項を記載した書類は適正に作成さ

れているものと認めました。その内容は、ということで書いておりますけれども、

これは企財課長さんのほうから説明あった内容と重複しますので、ごらんいただ

きたいと思います。  

       これに対する意見でございますけれども、健全化判断比率のうち、実質公債費

比率は０．５ポイント、将来負担比率は９．７ポイント、いずれの数値も前年よ

りも改善されているということでございます。また、いずれの指標も早期健全化

基準を下回っておりまして、本町の各指標は良好であると言えます。  

       しかしながら、中長期的には取り組むべきさまざまな課題が山積しております。

事業実施に当たっては、それぞれの比率を念頭に置きながら適切に進めてくださ

い。あわせて、今後とも長期にわたり持続可能な財政運営に努めていただきたい

と思います。健全化判断比率の状況につきましては、２ページから５ページに記

載しております。  

       最後に、６ページです。  

       資金不足比率でございますけれども、これにつきましては、審査の期間は令和

元年８月８日でございました。  

審査の結果は、審査に付された資金不足比率は法令の規定に従って適正に算

定されておりました。また、算定の基礎となる事項を記載した書類は、適正に

作成されているものと認めました。  

審査の意見は、各公営企業会計のいずれにおいても資金不足が発生しなかっ

たため、資金不足比率は算出されませんでした。今後とも長期にわたり持続可

能な財政運営に努めていただきたいと思います。  

なお、これにつきましての詳細は７ページから９ページをごらんいただきた

いんですけども、説明は省略させていただきます。  

       以上で、審査意見書に関しての説明を終わらせていただきます。どうもありが

とうございました。  

議    長  ただいま説明が終わりました。  

       休憩に入りたいと思います。  

       再開は１４時２０分といたします。  

◇ 

休憩 午後 ２時０２分  

再開 午後 ２時１８分  

◇ 

議    長  予定よりちょっと早いんですけど、おそろいなので始めさせていただきます。  

 

日程第１６ 議案第５８号  平成３０年度福崎町水道事業剰余金処分について  

 

議    長  日程第１６、議案第５８号、平成３０年度福崎町水道事業剰余金処分について

を議題といたします。  

       本案に対する詳細なる説明を求めます。  
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上下水道課長  議案第５８号、平成３０年度福崎町水道事業剰余金処分について、ご説明申し

上げます。  

       この議案につきましては、議案第５５号で説明いたしました平成３０年度水道

事業会計決算について、未処分利益剰余金の当年度末残高３億７，３７０万９，

４８９円のうち、工業団地配水池の更新により取り崩した建設改良積立金２億３，

９８２万４，９２６円を処分して資本金に組み入れたいので、地方公営企業法第

３２条第２項の規定により、議会の議決を求めます。  

       内容につきましては、水道事業会計決算書の７ページに剰余金処分計算書

（案）ということでお示ししていますので、ご確認ください。  

       以上、よろしくご審議賜り、ご賛同いただきますよう、お願い申し上げます。  

 

日程第１７ 議案第５９号  福崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定  

             について  

日程第１８ 議案第６０号  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う  

             関係条例の整備に関する条例について  

日程第１９ 議案第６１号  福崎町情報公開条例及び福崎町個人情報保護条例の一部を改正す  

             る条例について  

 

議    長  日程第１７、議案第５９号、福崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関

する条例の制定についてから、日程第１９、議案第６１号、福崎町情報公開条例

及び福崎町個人情報保護条例の一部を改正する条例についてまでの計３件を一括

議題といたします。  

       各議案に対する詳細なる説明を求めます。  

総 務 課 長  議案第５９号、６０号、６１号につきまして、説明をさせていただきます。  

       議案第５９号、福崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制

定について、並びに議案第６０号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例については、地方公務員法及び

地方自治法の一部を改正する法律が公布され、令和２年４月１日から施行される

ことから、新たに条例を制定するとともに、関係条例を整備するものです。  

       今まで臨時・非常勤職員については、採用方法等などが法文上、明確に定めら

れていなかったため、任用根拠が曖昧で、各市町でも給与や勤務状況等にばらつ

きがございました。この改正により、今まで曖昧であった非常勤職員等が新たに

会計年度任用職員として明確化されることになりましたので、新たな法律のもと、

現在の臨時・非常勤職員制度を整備しようとするものでございます。  

       まず、議案第５９号、福崎町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条

例の制定についてです。 

       地方公務員は、一般職と特別職に分けられます。また、違う分類の仕方では、

常勤と非常勤とに分けられます。役場職員では、常勤で採用期間の定めのない常

勤一般職がほとんどでしたが、平成に入り、厳しい財政状況のもと、採用期間が

単年度から数年に限られる臨時・非常勤職員の採用が増え、福崎町の役場職員で

も３５％を占めるまでとなりました。これは、どこの市町村も同様で、当初、想

定していなかった多くの臨時・非常勤職員が誕生することとなりました。そのよ

うな中で、平成２９年働き方改革関連法が成立し、正規、非正規の処遇差の解消、

長時間労働の是正、多様な働き方の実現を柱に改正が加えられましたが、公務員

においても同様の趣旨で今回の法改正が行われました。  

       議案第５９号は、新たな会計年度任用職員の給与及び費用弁償を定める条例で
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すが、条文では非常にわかりづらいところがございますので、資料により説明を

させていただきます。  

       議案第５９号資料１ページをお願いします。  

       左段の２番、福崎町臨時・非常勤職員の欄をごらんください。現在、福崎町で

は臨時職は実施要綱を定めて臨時職員とアルバイト職員に分け、採用期間は１年

以内として、臨時職員については休暇を支給したり、健康保険や厚生年金にも加

入し、毎月給与を支給しています。アルバイトは随時必要なときに雇用契約をし

て、毎月の勤務時間に応じた時間給で支給をしております。また、嘱託給につい

ては、要綱を定めて、採用期間は１年ごとの更新で、最高１０年以内とし、職種

ごとに初任給を定め、１年の更新時に昇給しています。どちらも昭和６２年にこ

の要綱を制定し、運用してまいりました。  

       ４月１日現在の比率は、嘱託職６２名、臨時職１９名となっています。  

       右側３番、現臨時・嘱託職員の移行をごらんください。  

       新制度により、現在の臨時・嘱託職員は、表にありますように、１週間の勤務

時間が正規職員より少ない①の会計年度任用職員パートタイムと、正規職員と勤

務時間が同じ②の会計年度任用職員フルタイム、そして③の臨時職員のどれかに

移行することになります。③の臨時職員については、改正法で育休の代替か常勤

職員に欠員が生じた場合ということに厳格化されたため、保育教諭など会計年度

任用職員に移行するものも増え、新制度下での臨時職員が減少することとなりま

す。 

       次に、新制度下での任用についてですが、募集・採用については、今までどお

り採用試験を実施いたします。また、専門で経験が必要な学校教育指導員や簡易

なアルバイトなどは、試験を実施せずに選考で採用する場合もあります。これは

従前と変わりません。  

       任期の更新ですが、新制度下では、任期は最長でも１年となります。これも今

までと同じですが、再度の任用が可能となります。年齢制限も設けることができ

なくなりましたので、何年でも継続することが可能となります。ただし、再度の

任用時には、人事評価などをして、能力実証をして判断することとなります。  

       給与関係ですが、フルタイム職員は正規職員と同様に給料、旅費、諸手当を支

払います。また、パートタイム職員は、報酬、費用弁償等として支払うことが法

律で定められました。詳細については、総務省から一定の基準が示され、条例で

定めることとしています。  

       ２ページをお願いします。  

       左の段をお願いします。  

       給料については、正規職員と同様の給料表により給料の格付を行います。ただ

し、正規職員のように係長や課長などの役職という、そういう想定はされないこ

とになりますので、主事、主査級と同等の１級、２級の欄に限られてきます。ま

た、同一労働、同一賃金という考え方から、正規職員と類似する職務を基礎とし

て、職務経験の要素を考慮して定めます。会計年度任用職員は、１年契約ですが

再度の任用が可能ですので、続けて任用した場合、経験年数分を加味して給料が

増えることとなります。パートタイムは正規職員より勤務時間が短くなりますの

で、個々に計算した給料を職員ごとに給与時間で案分して、合わせて手当を加え、

報酬として支給することとなります。  

       次に、各手当の通勤手当です。通勤手当については、今までどおり正規職員と

同様に支給されますが、現行、アルバイト職員についてもこの改正でパートタイ

ムの会計年度任用職員となりますので、新たに通勤手当が報酬として支給される
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こととなります。また、パートタイム職員の１カ月の勤務回数が１０日に満たな

い場合は、半額支給となります。  

       時間外勤務手当は、改正前同様、実績に応じて支給されます。  

       期末手当は、従前は独自で嘱託・臨時職員は３．２カ月支給してまいりました

が、この改正により正規職員の期末手当と同様に２．６カ月となりました。ただ

し、勤勉手当は支給されません。今まで支給していた職員には、減額分を給料で

補てんし、年間給与が下がらないように対応します。  

       退職手当は、フルタイムの会計年度任用職員に新たに支給されます。  

       勤務時間や休暇では、勤務時間については、フルタイムは正規職員と同じです。

パートタイムについては、正規職員より勤務時間が短い職員で職種等を参考に定

めます。  

       休暇等については、国の非常勤職員と同様になります。原則は労働基準法など

の規定に合わせた取り扱いとなります。  

       服務は、会計年度任用職員は、地方公務員法の適用を受けます。ただし、パー

トタイムは、営利企業への従事等の制限が適用除外となっております。  

       社会保険関係では、フルタイム職員は、１２カ月を超えて勤務した場合は、正

規職員と同様の地方公務員共済制度、また退職手当組合の加入となります。パー

トタイムは、フルタイムの４分の３以上の勤務時間で社会保険に加入します。そ

れ以外は、国民年金、国民健康保険の加入となります。  

       現行職員への対応ですが、今回の改正で現行の臨時・嘱託職員は、ほぼ全員が

この会計年度任用職員に変わります。このことから、７月に対象職員に向け説明

会を４回実施いたしております。  

       １つ目の給与等の待遇についてですが、国はこの改正を同一労働・同一賃金の

観点で実施していることから、基本的に改正前より有利にはなりますが、期末手

当など不利になる場合も出てきますので、期末手当の下がった分は給料に上乗せ

するなどして、年間収入は下がらないよう対応しています。また、保育教諭や看

護師などは、一般職の初任給に給料を位置づけして応募をしましても応募がない

というふうに想定されるため、現臨時職員の採用時の給料や近隣市町の給料を参

考に定めています。資格や専門性が必要な職種についても、給料の位置づけを調

整いたします。また、再度の任用が何回も続く場合も考えられますので、一定の

給料に達すると昇給がとまるように定めています。  

       ２つ目の任用期間等ですが、現行の嘱託職員は１０年を最高に６５歳を限度と

して任用期間を定めていますが、新しい制度では年齢制限や年数制限がございま

せん。長期間の任用職員の増加が想定されます。また、再度の任用では、人事評

価等で対応ができることから、優秀な職員は年数関係なしに任用されますので、

公募の機会が減少することも考えられます。ただし、現嘱託職員については、年

数等を定めて募集しておりますので、制度導入後も満了時には公募をする予定と

しております。  

       以上が、制度の概要です。  

       資料３ページから５ページは、制定条例の規則です。条例で規則委任した事項

について定めています。  

       それでは、制定条例について説明いたします。  

       議案１ページをお願いします。  

       先ほど説明しました内容で、条例制定並びに規則制定を考えておりますので、

簡単に説明をさせていただきます。  

       第１条は趣旨です。法律に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関
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し、必要な事項を定めるとしています。第２条は定義で、会計年度任用職員の用

語の意義を定めています。第３条は会計年度任用職員の給与について、第４条は

給料について、一般職の行政職給料表の１級、２級を参考に定めています。第５

条は職務の級について、職種の複雑・困難・責任の度合いに基づき定めています。

第６条は新採用時の給料表の号給を規則に委任し、定めるとしています。第７条

は給与の支給方法、第８条から第１２条までは各手当について定めています。第

１３条は勤務１時間当たりの給与額の算定について、第１４条は給与の減額につ

いて定めています。第１５条から第２４条までは、パートタイムの会計年度任用

職員は法律により期末手当以外は給与ではなく、報酬でしか支給できないことか

ら、フルタイム会計年度任用職員と同様の規定を設けています。第２５条は共済

組合の掛金など、給与から控除できるものを定めています。第２６条は特例を、

第２７条は規則への委任を定めています。  

       なお、この条例は令和２年４月１日から施行するものです。  

       続きまして、議案第６０号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法

律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について、説明いたします。  

       議案第５９号と同様に、臨時・非常勤職員等の取り扱いについて法改正され、

それに伴う関係する１３の条例を改正するものです。  

       議案第６０号資料の１ページをごらんください。  

       １つ目は、福崎町職員定数条例の一部改正です。職員定数に含める人数におい

て、現行、臨時、非常勤職員は含める必要がありませんでしたが、この改正によ

る総務省マニュアルによりますと、臨時職員であっても正規職員として採用すべ

き場合は定数として含めることとなったための改正でございます。  

       中段は、福崎町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正です。

人事行政の運営状況等について、広報等により報告することとなっていますが、

この改正により下線部、法２２条の２第１項第２号に挙げる職員フルタイムの会

計年度任用職員も報告の対象職員となることからの改正でございます。  

       下段は、福崎町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部

改正でございます。第４条第１項の改正は、文言の整備です。第４項は、会計年

度任用職員は任期が１年以内であることからの改正でございます。  

       ２ページをお開きください。  

       第８条の改正は、パートタイムの会計年度任用職員は報酬で支給することから

の改正でございます。  

       次は、公益法人等への職員の派遣に関する条例の一部改正です。第２条第２項

第１号の改正は、派遣できる職員に再任用職員を含める改正で、同項第３号の改

正は、地方公務員法の改正に伴う対象条文の改正と文言訂正となります。  

       ３ページをお開きください。  

       職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正です。第１８条の改正は、現

在、非常勤職員の勤務時間等については任命権者が定めることとなっていますが、

今回の地方公務員法の改正により、非常勤職員等が会計年度任用職員として制度

化されたため、改正するものでございます。  

       次は、福崎町職員の育児休業等に関する条例の一部改正です。  

       第７条第２項の改正は、会計年度任用職員は総務省マニュアルで勤勉手当を支

給できないことからの改正でございます。第８条の改正は、育児休業した職場復

帰後の号給調整については、総務省マニュアルにより会計年度任用職員は該当し

ないことからの改正でございます。  

       ４ページをお開きください。  
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       第１７条第１項第２号の改正は、第７条で先に謳ったため削除するものです。  

       次は、福崎町非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例です。  

       第１条の改正は、地方自治法改正により対象条文がずれたため改正するもので

す。 

       ５ページをお開きください。  

       別表１の中段、交通指導員については、地方公務員法の改正により特別職非常

勤に該当しなくなったため、削除するものです。また、６ページ３段目の産業医

については、安全衛生法により５０人以上の職場に配置することが義務づけられ

ており、郡の医師会を通じ、毎年委嘱しておりましたが、特別職非常勤職員とし

て該当することから、今回、加えます。また、法律等に定めのない要綱設置等の

委員会についても柔軟に対応するため、前各項以外の附属機関の構成員のその他

の非常勤の職員として追加しております。  

       次は、福崎町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正です。  

       第３０条の改正は、給与条例主義により非常勤職員の給与について規定してい

ましたが、地方公務員法の改正により、非常勤職員が会計年度任用職員として新

たに条例で規定することによる改正でございます。  

       次は、福崎町職員の一般職に属する技能労務職員の給与の種類及び基準に関す

る条例の一部改正です。  

       第３条の改正は、臨時的任用職員が地方公務員法の改正により、条文で明確に

規定されたことから、あえてここで除く規定を謳う必要がないことからの改正と

なります。第４条の改正は、地方公務員法第５７条で、技能労務職員は給与等の

取り扱いは別で定めることとしており、技能労務職員として会計年度任用職員を

採用する場合は、給与等の取り扱いを規定する必要があるため、ここで定めてい

ます。  

       ７ページをお開きください。  

       福崎町職員特殊勤務手当に関する条例の一部改正です。  

       第１条の改正は、一般職については、この条例により特殊勤務に従事した場合、

手当を支給していますが、会計年度任用職員についても同様に支給することがで

きるようにするものでございます。  

       次は、福崎町職員等の旅費条例の一部改正です。  

       第１条の改正は、パートタイムの会計年度任用職員などの非常勤職員は、旅費

ではなく費用弁償で支給することとなりますので、旅費で支給する再任用職員と

会計年度任用職員のフルタイムを除く非常勤職員はこの条例から除くための改正

となっております。  

       ８ページをお開きください。  

       福崎町生活科学センター条例の改正です。  

       今回の法改正は、非常勤職員の任用根拠等を明確にするための改正ですが、こ

の条例では職員の配置を謳っている条項があることから、その根拠を明確にする

ため、２項に規定をいたしております。  

       次は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正です。  

       第１６条の改正は、技能労務職員と同様、地方公務員法第５７条で企業職員は

給与等の取り扱いは別で定めることとしており、企業職員として会計年度任用職

員を採用する場合は、給与等の取り扱いを規定する必要があるため、ここで定め

ています。  

       この関連する条例は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施

行日に合わせ、令和２年４月１日から施行します。  
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       次に、議案第６１号について、説明いたします。  

       福崎町情報公開条例及び福崎町個人情報保護条例の一部を改正する条例は、平

成２９年５月に施行されました個人情報保護に関する法律及び行政機関の保有す

る個人情報の保護に関する法律の一部改正を踏まえ、要配慮個人情報の取り扱い

等について改正するものです  

       議案第６１号資料の１ページをごらんください。  

       条例改正の概要です。まず、福崎町情報公開条例の一部改正です。  

       個人情報保護条例における個人情報の定義と整合性を図るため、情報公開条例

の個人情報の規定を個人情報保護条例に合わせ規定をいたすものでございます。  

       ２ページをお願いします。  

       福崎町情報公開条例の新旧対照表です。  

       第７条第１項第１号の改正は、個人情報保護条例に合わせ、個人の情報の定義

をより明確化するため、このように電磁的記録とか音声の記録、そういった具体

化するものを含めた改正でございます。  

       １ページにお戻りください。  

       次に、福崎町個人情報保護条例の一部改正です。  

       ポイントは４点ございます。まず１点目は、要配慮個人情報の定義の追加と収

集の制限です。行政機関の保有する個人情報保護に関する法律の改正により、個

人情報の定義の明確化や要配慮個人情報に関する規定の整備がなされています。

条例では、情報収集制限を行っていた思想や信条、犯罪歴に関する事項から情報

の範囲を広げ、要配慮情報として定め、収集制限をより厳格化する改正です。ま

た、一方で、災害時など人命にかかわる場合は、収集を行う必要が生じる事態も

想定し、例外的に収集を行ってもよい場合を規定するものでございます。  

       ２点目は、事業者の定義に関する整理です。国・地方公共団体以外にも独立行

政法人や地方独立行政法人においても個人情報についてみずからの権限と責任に

おいて保護施策を講ずべきところから、国や地方公共団体と同様としたことから、

事業者の範囲から除くものとなっております。  

       ３点目は、オンライン結合の制限と緩和です。総務省通知により多くの地方公

共団体は、オンライン結合を制限していますが、ＩＴの活用により、行政サービ

スの向上や行政運営の効率を図る上で、行政機関個人情報保護法の趣旨を踏まえ、

その見直しを進めていく必要性があります。また、今年度から予定していますコ

ンビニエンスストアでの住民票の交付については、本人の請求に対して提供する

ことから、本人に不利益を与える可能性が極めて低い、そのようなことから、こ

の場合は個人情報保護審査会の意見を聞くことなくオンライン結合が可能となる

ように改正するものでございます。  

       ４点目は、個人情報の利用及び提供の制限です。現行の条例では、実施機関に

おいて個人情報を収集した目的外の利用及び実施機関外への提供は例外規定を定

めていますが、行政機関個人情報保護法により、新たに例外規定が具体化された

ため、それを加えたものになります。  

       それでは、資料２ページ下段をごらんください。  

       新条例の第２条第１項第３号の追加は、今回の改正によりこの法律が複数出て

くるようになるための追加でございます。新条例第２条第１項第４号への追加は、

先ほど説明しました１点目の要配慮個人情報の定義の追加と収集の制限によるも

のとなります。  

       ３ページの第７号の改正並びに第７号第２項第５号の改正は、２点目の事業者

の定義の整理によるものでございます。第６条は文言の整理です。第７条第３項
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の改正は、１点目の要配慮個人情報の定義の追加と収集の制限によるもので、個

人情報の収集について、より厳格化するための改正となります。  

       ４ページをお願いします。  

       第８条第１項第３号及び第４号の追加は、４点目の個人情報の利用及び提供の

制限によるもので、より具体化をしています。第９条の改正は、３点目のオンラ

イン結合の制限と緩和によるものです。第９条第１項では、法令の定めに追加し、

公益上必要があり、個人の権利利益を侵害するおそれがない場合は、オンライン

結合により個人情報の提供は可としています。同条第２項は、審査会の意見聴取

を謳っておりますが、第１項でオンライン結合を新たに規定したため、２項にお

いてもオンライン結合を加え、審査会の意見を聞かなければならないとしていま

す。同条第３項の改正は、オンライン結合でも審査会の意見を聞く必要がない項

目を新たに規定しています。  

       ５ページ、第１５条第１項第３号の改正は、２点目の事業者の定義の整理によ

るものと、文言の整備でございます。  

       この条例は公布の日から施行いたします。  

       以上、議案第５９号、６０号、６１号の説明とさせていただきます。  

       ご審議賜り、ご賛同いただきますよう、よろしくお願いいたします。  

 

日程第２０ 議案第６２号  福崎町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例  

             について  

日程第２１ 議案第６３号  福崎町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例に  

             ついて  

 

議    長  日程第２０、議案第６２号、福崎町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例について及び日程第２１、議案第６３号、福崎町印鑑の登録及び

証明に関する条例の一部を改正する条例についての両議案を一括議題といたしま

す。 

       両案に対する詳細なる説明を求めます。  

住民生活課長  議案第６２号、福崎町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について、ご説明申し上げます。  

       今回の改正は、町営住宅への入居者の決定に際し、入居者の連帯保証人につい

て町内居住者としておりますが、町内居住者の連帯保証人の確保が困難な方もあ

ることから、兵庫県内の居住者に改正するものです。また、公営住宅法施行規則

の改正による条ずれがありますので、あわせて改正をいたします。  

       この改正は、公布の日から施行いたします。  

       議案第６２号資料に新旧対照表をお示ししておりますので、ご参照ください。  

       続きまして、議案第６３号、福崎町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を

改正する条例について、ご説明申し上げます。  

       女性の活躍推進の観点から、住民基本台帳法施行令の改正により、希望される

方に対して、住民票、個人番号カードへの旧氏の併記が可能となります。これに

あわせて印鑑登録証明書にも旧氏を併記できるよう、条例を改正するものです。  

       議案第６３号資料をごらんください。  

       第６条の改正は、住民基本台帳に旧氏を登録することにより、登録できる印鑑

に旧氏も使用できるようにするものです。第７条の改正は、印鑑登録原票に旧氏

をあわせて登録できるようにするものです。  

       次ページをお開きください。  
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       １３条の改正は、旧氏の変更により、印鑑が使用できなくなった場合、印鑑登

録を削除するものです。その他の改正は、文言の修正等になります。  

       この改正は、令和元年１１月５日から施行いたします。  

       両議案ともよろしくご審議賜り、ご賛同賜りますようお願いいたします。  

 

日程第２２ 議案第６４号  福崎町手数料条例の一部を改正する条例について  

日程第２３ 議案第６５号  福崎町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例に  

             ついて  

 

議    長  日程第２２、議案第６４号、福崎町手数料条例の一部を改正する条例について

及び日程第２３、議案第６５号、福崎町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部

を改正する条例についての両議案を一括議題といたします。  

       両案に対する詳細なる説明を求めます。  

健康福祉課長  議案第６４号、福崎町手数料条例の一部を改正する条例について、ご説明申し

上げます。  

       議案第６４号資料１ページをごらんください。  

       今回の改正は、国の令和元年度地域支援事業実施要綱等の一部が改正されたこ

とにより、本条例の一部を改正するものです。  

       改正内容につきましては、地域支援事業の総合事業において、国が定める単価

の改正が示され、要支援１と２の介護予防支援計画と要支援１と２及び事業対象

者の介護予防ケアマネジメントについて、介護給付において介護人材の処遇改善

や消費税率の引き上げに伴い、報酬改定が行われることを踏まえ、訪問介護及び

通所介護等に倣って見直しを行うものでございます。  

       資料２ページ、新旧対照表をごらんください。  

       健康福祉課別表において、手数料の額について１番の介護予防支援計画作成手

数料の①基本作成料４，３００円と、２番の介護予防ケアマネジメント手数料、

①②③４，３００円をそれぞれ４，３１０円に改正するものでございます。  

       なお、この条例につきましては、令和元年１０月１日から施行いたします。 

       以上で、議案第６４号の説明を終わります。  

       続きまして、議案第６５号、福崎町災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を

改正する条例について、ご説明申し上げます。  

       議案第６５号資料１ページをごらんください。  

       今回の改正につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことを受け、災害弔慰

金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令の一部が改

正されたことにより、本条例の一部を改正するものです。  

       改正内容の１点目につきましては、被災者の返済負担の軽減を図るため、法律

で３％に固定されていた災害援護資金の貸し付け利率について、市町村の政策判

断に基づいて利率の設定が可能となったことから、東日本大震災時の特例による

災害援護資金の貸し付け利率を参考に、条例第１４条第２項において、保証人を

立てる場合は無利子とし、被災等により保証人を立てられない場合は年３％以内

と改め、その利率を規則へ委任するものです。  

       ２点目につきましては、償還方法について条例第１５条第１項に、年賦償還、

半年賦償還に月賦償還を追加いたします。  

       ３点目につきましては、被災等により保証人が立てられない被災者も災害援護

資金の貸し付けが受けられるよう、貸し付け条件の一つである連帯保証人の必須
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義務をなくします。  

       資料２ページ、新旧対照表をお願いいたします。  

       第１４条の改正は、保証人の文言追加と利率を改めるものです。第１５条の改

正は、月賦償還の追加と施行令の保証人の規定が削除されたため、条番号の整理

で第１２条を第１１条に改めます。  

       附則として、この条例は公布の日から施行し、改正後の福崎町災害弔慰金の支

給等に関する条例の規定は、平成３１年４月１日から適用いたします。また、改

正後の規定は、この条例の適用日以後に生じた災害により被害を受けた世帯に対

する災害援護資金の貸し付けについて適用いたします。  

       以上で、議案第６５号の説明を終わります。  

       ２議案ともご審議賜り、ご賛同いただけますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

日程第２４ 議案第６６号  福崎駅前広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例  

             について  

 

議    長  日程第２４、議案第６６号、福崎駅前広場の設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例についてを議題といたします。  

       本案に対する詳細なる説明を求めます。  

まちづくり課長 議案第６６号、福崎駅前広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例について、ご説明申し上げます。  

       当議案は消費税率の改正に伴い、福崎駅前広場の占用料等について一部を改正

することについて、議会の議決を求めるものでございます。  

       福崎町では、各施設の使用料金につきまして、今回の消費税率の改定を踏まえ、

福崎町全体の使用料金等を見直す方針といたしております。時期的には令和元年

１２月議会におきまして、各関係条例の整備に関する条例を上程いたしまして、

一括改正を目指すもので、改正周知の期間を設け、令和２年４月からの施行とい

たす方針としております。  

       議案第６６号の説明資料をごらんください。  

       新旧対照表を添付させていただいております。  

       福崎駅前広場の設置及び管理に関する条例は、平成３０年１２月議会におきま

して、議決をいただいたものでございますが、当時からこの１０月より消費税率

が改定されるといった情報もありましたことから、議案資料の新旧対照表の旧の

備考でございます（３）にもございますように、消費税率が改定されました場合

には、自動的にその変更となった税率を乗じて得た額を加えた額として料金を徴

収するといったことにしておりました。しかしながら、先ほども申しましたよう

に、福崎町の他の施設と比べますと、令和２年４月からの施行とする方針には沿

っていないこととなるため、今回、一部につきまして改正を行いたいというふう

に考えてございます。  

       具体的な変更につきましては、議案資料にもございますように、タクシー待機

場につきましては、外税の１，０００円といたしておりましたものを内税とし、

１，０８０円に、集会・演説等に類する催しにつきましては、１０平方メートル

当たり外税の１００円を内税として１０８円に、あわせまして申請１件当たりの

最低金額につきましても、外税の１，０００円を内税といたしまして１，０８０

円に変更いたすものでございます。あわせまして、備考欄の（３）につきまして

も、消費税込みの金額と表記しておりましたので、削除させていただきたいと思
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います。  

       施行につきましては、消費税率が改定されます令和元年１０月１日よりといた

しております。なお、本条例につきましては、町の他施設に合わせまして１２月

議会におきまして、一括改正を行う際に再度上程をさせていただく予定といたし

ております。  

       以上、議案第６６号、福崎駅前広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正

する条例についての議案説明とさせていただきます。  

       よろしくご審議いただき、ご賛同賜りますよう、よろしくお願いいたします。  

 

日程第２５ 議案第６７号  福崎町水道事業給水条例の一部を改正する条例について  

 

議    長  日程第２５、議案第６７号、福崎町水道事業給水条例の一部を改正する条例に

ついてを議題といたします。  

       本案に対する詳細なる説明を求めます。  

上下水道課長  議案第６７号、福崎町水道事業給水条例の一部を改正する条例について、ご説

明申し上げます。  

       この議案につきましては、水道法の一部を改正する法律が平成３０年１２月に

公布され、これに伴い給水装置工事事業者の指定について５年の更新制が令和元

年１０月１日より導入されます。事業者の資質の維持向上を目的に、指定の有効

期間が従来の無期限から５年間となり、更新を受けなければ効力が失われること

となりました。そこで、新規指定及び更新に係る手数料を一律１件につき１万５，

０００円に定めようとするものです。  

       議案書６７号資料、新旧対照表をお願いします。  

       第３３条第３号で、給水装置工事事業者指定手数料１件につき、１万６，８０

０円を指定または当該指定の更新手数料１件につき１万５，０００円に改めるも

のです。  

       以上、よろしくご審議賜り、ご賛同いただきますよう、お願い申し上げます。  

 

日程第２６ 議案第６８号  福崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す  

             る基準を定める条例の一部を改正する条例について  

日程第２７ 議案第６９号  福崎町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条  

             例の一部を改正する条例について  

 

議    長  日程第２６、議案第６８号、福崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について及び日程第２

７、議案第６９号、福崎町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例についての両議案を一括議題といたします。  

       両案に対する詳細なる説明を求めます。  

学校教育課長  議案第６８号、福崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。  

       議案第６８号資料１ページをごらんください。  

       今回の改正は、１０月からの幼児教育・保育の無償化の実施に当たり、子ども

子育て支援法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、国が示す特定教育

保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準が改正されたことにより改

正をするものです。  

       改正内容は、主に３点ございます。  
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       １点目が、子どものための教育・保育給付に係る用語の改正であります。改正

法において、子育てのための施設等利用給付が創設され、既存の子どものための

教育保育給付と同様の手続きが定められました。これに伴い、新設の子育てのた

めの施設等利用給付にかかわるものと区別するため、既存の子どものための教

育・保育給付にかかわる用語を改めるものであります。  

       ２点目が、食事の提供に要する費用の取り扱い変更です。右側の表の上の図を

ごらんください。無償化後のところで、１号認定、２号認定ともに主食費は持参、

副食費は実費徴収ということで、いわゆる食事の提供について、保護者から費用

の支払いを受けることができるようになります。また、支払いを受けることがで

きない場合の要件を新たに規定します。  

       右側の下の表をごらんください。１号認定は、町民税所得割額が７万７，１０

１円未満の世帯、２号認定は町民税所得割額が５万７，７００円未満の世帯と、

ひとり親世帯等における町民税所得割額が７万７，１０１円未満の世帯は、食事

の提供に要する費用は免除となります。また、１号認定と２号認定で、認定ごと

のカウントによる第３子以降も免除となります。３号認定はこれまで同様保育料

に含まれます。  

       ３点目は、次にご説明する議案第６９号と関連いたしますが、地域型家庭保育

事業者等における連携施設の確保について、所要の改正を行うものであります。  

       この条例は令和元年１０月１日から施行いたします。  

       以上で、議案第６８号の説明を終わらせていただきます。  

       続きまして、議案第６９号、福崎町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。  

       議案第６９号資料の１ページをごらんください。  

       今回の改正は、国が示す家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正

されたことにより改正するものであります。  

       家庭的保育事業は認可施設であり、現在、福崎町に該当する施設はございませ

ん。 

       改正内容は、主に２点ございます。  

       主な改正の１点目が、資料１ページの左側に太字で、１、連携施設の確保義務

の緩和及び免除であります。当条例第６条第１項において、家庭的保育事業者等

は利用乳幼児に対する保育が適切かつ確実に行われ、家庭的保育事業者等におけ

る保育の提供の終了後も満３歳以上の幼児に対して必要な教育または保育が継続

的に提供されるよう、連携協力を行う保育所、幼稚園または認定こども園、以下

連携施設と言いますが、を適切に確保しなければならないとしています。これに

ついて、規定の追加と改正を行うものであります。  

       その１点目が、代替保育の提供元として、小規模保育事業所等を追加するもの

であります。代替保育とは、家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により、

保育を提供することができない場合に、その家庭的保育事業者等にかわって提供

する保育のことであります。その代替保育の提供元に小規模保育事業所等を追加

するものであります。小規模保育事業所とは、資料１ページ右側の家庭的保育事

業等の概要というところに絵がございますけれども、その一番上が小規模保育事

業であり、定員が６人から１９人のものであります。  

       ２点目が、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保義務の緩和であります。

家庭的保育事業者等が卒園後の受け皿の確保が著しく困難であると認めるときは、

卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保を不要とするが、一定の要件を満た

す事業者を確保しなければならないとするものであります。  
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       ３点目が、満３歳以上児を受け入れている保育所型事業所内保育事業所の連携

施設の確保義務の免除であります。保育所型事業所内保育事業所とは、先ほど見

ていただきましたが、資料１ページ右側の家庭的保育事業等の概要のところに絵

がございますけれども、その下から２つ目が事業所内保育事業であり、このうち

定員が２０人以上の大きな事業所であります。この事業所について、適当と認め

るものは連携施設の確保を不要とするというものでございます。  

       ４点目が、経過措置の５年延長であります。連携施設の確保については、経過

措置が設けられており、連携施設の確保が著しく困難であって、必要な支援を行

うことができると認められるときは、５年間は連携施設を確保しないことができ

るとする経過措置を５年延長し、１０年とするものであります。  

       次に、主な改正点の２点目が資料１ページの左側、下のほうにあります、２、

食事の提供の特例経過についてであります。当条例第１５条において、家庭的保

育事業者等における食事の提供は、自園調理によることとされていますが、第１

６条において、食事の提供の特例（外部搬入）について規定しています。これに

ついて、規定を追加するものであります。食事の提供に係る外部搬入を可能とす

る施設の追加であります。家庭的保育者の居宅で保育を提供する家庭的保育事業

者について、一定の要件を満たしている事業者から食事の外部搬入を可能とする

ものであります。また、自園調理に関する規定の適用を猶予する経過措置をさら

に５年延長し１０年とするものであります。  

       この条例は、令和元年１０月１日から施行いたします。  

       以上で、説明を終わります。２議案ともご審議賜り、ご賛同くださいますよう、

よろしくお願い申し上げます。  

 

日程第２８ 議案第７０号  令和元年度福崎町一般会計補正予算（第３号）について  

 

議    長  日程第２８、議案第７０号、令和元年度福崎町一般会計補正予算（第３号）に

ついてを議題といたします。  

       本案に対する詳細なる説明を求めます。  

企画財政課長  議案第７０号について、ご説明申し上げます。  

       令和元年度福崎町一般会計補正予算（第３号）は、既定の歳入歳出予算の総額

に、歳入歳出それぞれ９，４６０万円を追加し、補正後の予算の総額を８３億１，

１９０万円とするものであります。  

       第１表、歳入歳出予算補正の内容につきましては、事項別明細書に沿って説明

をさせていただきますので、まず、歳出の２１、２２ページをお開き願います。  

（以下、事項別明細書朗読説明につき省略）  

       以上、議案第７０号の説明とさせていただきます。  

       よろしくご審議賜り、ご賛同いただきますよう、お願い申し上げます。  

 

日程第２９ 議案第７１号  令和元年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

             について  

日程第３０ 議案第７２号  令和元年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につ  

             いて  

 

議    長  日程第２９、議案第７１号、令和元年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）について及び日程第３０、議案第７２号、令和元年度福崎町介護

保険事業特別会計補正予算（第２号）についての両議案を一括議題といたします。  



－53－ 

       両案に対する詳細なる説明を求めます。  

健康福祉課長  議案第７１号、令和元年度福崎町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）について、ご説明申し上げます。  

       今回の補正は、第１条では、元号を定める政令の施行に伴い、平成３１年度福

崎町国民健康保険事業特別会計予算全体における元号の表示について、令和に統

一いたします。  

       第２条では、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，１００万円を

追加し、歳入歳出予算の総額を１９億５，６４０万円とするものです。内容は、

過年度分に係る保険給付費等交付金の精算によるものとなります。  

       詳細につきましては、議案書の事項別明細書でご説明いたします。歳出の３ペ

ージ、４ページをお開き願います。  

（以下、事項別明細書朗読説明につき省略）  

       なお、議案第７１号資料１ページから２ページに勘定表をお示ししております

ので、ご参照ください。  

       以上で議案第７１号の説明を終わります。  

       続きまして、議案第７２号、令和元年度福崎町介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）について、ご説明申し上げます。  

       今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５４０万円を追

加し、補正後の予算額をそれぞれ１７億５５０万円とするものです。  

       詳細につきましては、事項別明細書でご説明いたします。事項別明細書の歳出

３ページ、４ページをお開き願います。  

（以下、事項別明細書朗読説明につき省略）  

       なお、議案第７２号資料１ページから３ページには勘定表と返還額一覧表をお

示ししておりますので、ご参照ください。  

       以上で議案第７２号の説明を終わります。  

       ２議案ともご審議賜り、ご賛同いただきますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

日程第３１ 議案第７３号  福崎町道路線の廃止及び認定について  

 

議    長  日程第３１、議案第７３号、福崎町道路線の廃止及び認定についてを議題とい

たします。  

       本案に対する詳細なる説明を求めます。  

まちづくり課長 議案第７３号、福崎町道路線の廃止及び認定について、ご説明申し上げます。  

       当議案につきましては、道路法第１０条第３項及び第８条第２項の規定よりま

して、福崎町道路線を別紙のとおり廃止及び認定することについて、議会の議決

を求めるものでございます。  

       当該路線は、国道３１２号と２級町道天神七種橋線を結ぶ路線でございまして、

株式会社三宅工務店によります開発行為により道路の新設がなされた箇所となっ

ております。既設の道路を一旦廃止いたしまして、専用住宅１６区画の開発によ

り新設されました道路、こちらをあわせて町道認定いたすものでございます。な

お、新設の道路部につきましては、令和元年７月１０日に町職員によりまして完

了検査を実施いたしております。その後、兵庫県によります工事の完了公告が８

月９日、公共用地につきましては８月１０日付で所有権移転をされまして、福崎

町への帰属がなされております。  

       議案の別紙をごらんください。  
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       路線の位置等につきましては、議案第７３号資料の１ページにお示しをしてお

りますので、あわせてごらんいただきたいと思います。  

       廃止いたします路線は、３級３７７号線でございます。起点は、福崎新字内屋

敷１８１番地先から、終点は福崎新字浦野２９６番１地先まで、延長につきまし

ては、２１５．６４メートル、幅員は２．１メートルから４．１メートルとなっ

ております。  

       次に、認定する路線でございます。  

       資料につきましては、２ページをお願いいたします。  

       ２級２３６３号線でございます。起点は福崎新字内屋敷１８１番地先から、終

点につきましては福崎新字浦野２９６番１地先まで。起終点は同じでございます

が、中ほどに開発により新たに設置された道路がありますので、延長につきまし

ては３１９．８０メートル、幅員は４．０メートルから１３．０メートルとなっ

ております。  

       ここで、新たに認定いたします道路を２級といたします理由についてでござい

ますが、福崎町道路の管理等に関する条例、第４条の２に２級町道の条件が明記

されております。その中に、国道と連結する道路、集落内の幹線道路、また開発

許可を受けました住宅地で１０区画以上の区域内道路とございます。本開発につ

きましては、先ほども申しましたとおり、専用住宅１６区画となっておりまして、

２級町道としての要件を満たしたものとなっております。起点部につきましては、

国道３１２号、終点部は２級町道と連結しており、また一部において狭小であり

ました箇所につきましても、２４条工事によりまして、最小幅員が４メートルと

解消されております。  

       以上のことから、今回の認定では２級と認定するのが妥当との判断によりまし

て、２級町道２３６３号線として認定しようといたすものでございます。  

       以上、議案第７３号、福崎町道路線の廃止及び認定についての提案説明とさせ

ていただきます。よろしくご審議いただきまして、ご賛同賜りますよう、よろし

くお願いいたします。  

議    長  以上で本定例会１日目の日程は終わりました。  

       次の定例会２日目は、９月９日月曜日、午前９時３０分から再開いたします。  

       本日はこれにて散会いたします。  

       お疲れさまでした。  

 

散会 午後 ３時４０分  

 


